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建設環境委員会会議録 

 

令和８年３月１６日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ２時１８分閉議（実時間１９５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第２号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第１４号（関係分） 

１．議案第７号・令和８年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第１７号・令和８年度八代市下水道事

業会計予算 

１．議案第２５号・市道路線の廃止について 

１．議案第２６号・市道路線の認定について 

１．議案第３２号・八代市営住宅設置管理条例

の一部改正について 

１．議案第３３号・八代市公共下水道事業（八

代処理区・八代東部処理区）区域外流入受

益者分担金条例の一部改正について 

１．所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

 （下水道管路全国特別重点調査の結果報告

について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 山 諭扶哉 君 

副委員長  橋 本 隆 一 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  西 村 英 昭 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  水 田 千 春 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長       涌 田 直 美 君 

  建設部次長     蓑 田 正 樹 君 

  建設部次長     竹 原 彰 吾 君 

  土木課長      髙 田 裕 樹 君 

  土木課河川港湾係長 前 田 泰 幸 君 

  建設政策課長    深 川 洋 光 君 

  都市整備課長    竹 田 圭 志 君 

  住宅課長      上 村 和 寛 君 

  下水道総務課長   山 本 康 博 君 

  下水道総務課長補佐兼業務係長 宮 地 美 恵 君 

  理事兼下水道建設課長 一 美 晋 策 君 

  下水道建設課主幹兼計画係長 今 坂   敦 君 

 市民環境部長     岩 崎 伸 一 君 

  市民環境部次長   竹 下 圭一郎 君 

  環境施設課長    塩 塚 将 朗 君 

  環境課長      田 中 和 彦 君 

  循環社会推進課長  古 田 和 弘 君 

教育部 

  教育施設課設備係長 吉 井 健一郎 君 

                              

○記録担当書記     栗 山 大次郎 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから建

設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、災害対策等並びに企業誘致等に関連す

る予算、事件、条例案等につきましては、特別

委員会に付託となりますので御承知おき願いま

す。 

                              

◎議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１４号（関係分） 
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○委員長（中山諭扶哉君） 最初に、予算議案

の審査に入ります。 

 まず、議案第２号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第１４号中、当委員会関係分を議

題とし、歳出の第７款・土木費について、建設

部から説明を願います。 

○建設部長（涌田直美君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部長の涌田でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第２号・令和７年度八代市一般会計補正予算・

第１４号の建設部所管分につきまして、蓑田次

長が説明いたしますのでよろしくお願いいたし

ます。 

○建設部次長（蓑田正樹君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建設部の蓑田と申します。よろしくお願い

いたします。着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、議案第２号・令和７年度八代市一

般会計補正予算書・第１４号をお願いいたしま

す。 

 １８ページをお開きいただき、上段の表を御

覧ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費は、補正額１億１４００万円を増額補

正し、８億４４７６万５０００円としておりま

す。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金が５７

００万円、地方債が５７００万円で、補正額の

内訳は、道路維持事業として節１４・工事請負

費を１億１４００万円増額するものでございま

す。 

 別冊の委員会資料、議案第２号・建設部所管

分の３ページを御覧ください。 

 今回、国の１次補正に伴い、事業進捗を図る

ため、不足する経費を補正するものです。 

 位置図に赤で示す社会資本整備総合交付金

（舗装補修）６路線が対象箇所となります。１

級市道、２級市道及び幹線的な役割の市道につ

いて計画的に舗装補修を行っているもので、内

田江向西区線ほか５路線の舗装工事を行う経費

を計上するものでございます。 

 予算書１８ページにお戻りいただき、中段の

款７・土木費、項５・都市計画費を御覧くださ

い。 

 目２・街路事業費は、補正額１億３９５８万

２０００円を増額補正し、５億３２６７万８０

００円としております。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金が４８

７０万円、地方債が９０８０万円で、補正額の

内訳は、南部幹線道路整備事業として節１８・

負担金補助及び交付金を４２１８万２０００

円、西片西宮線道路整備事業として節１４・工

事請負費を２０００万円、節１６・公有財産購

入費を９００万円、節２１・補償、補填及び賠

償金を６８４０万円増額するものでございま

す。 

 次に、目５・区画整理費は、補正額１６００

万円を増額補正し、３億４１１３万８０００円

としております。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金が８０

０万円、地方債が８００万円で、補正額の内訳

は、八千把地区土地区画整理事業として節１

４・工事請負費を１６００万円増額するもので

ございます。 

 別冊の委員会資料、議案第２号・建設部所管

分の４ページを御覧ください。 

 都市計画道路南部幹線道路整備事業は、県道

八代港大手町線の建馬町交差点を起点とし、南

九州西回り自動車道八代南インターチェンジ南

側の国道３号を終点とする延長５６３０メータ

ー、幅員３０メーターの道路整備事業です。 

 現在県において、前川をまたぐ１工区の橋梁

下部工の工事を実施されており、上部工の工事

についても着工される予定で、球磨川をまたぐ
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３工区については、橋梁詳細設計や照明施設の

設計を進められています。 

 今回、国の１次補正に伴い、県が事業の進捗

を図られることから、不足する市の負担金を計

上するものでございます。 

 続きまして、５ページを御覧ください。 

 都市計画道路西片西宮線道路整備事業は、県

道八代港線と国道３号を結ぶ全体延長１０２０

メーター、幅員１６メーターの道路整備事業で

ございます。事業工区を３つに分割し、現在

は、令和４年５月に着手しました南側の３工区

３１０メーターの道路整備を進めているところ

です。 

 今回、国の１次補正により事業進捗を図るた

め、改築工事、用地取得、建物移転補償を行う

経費を計上するものでございます。 

 なお、３工区の事業中のうち、約１６０メー

ターを３月１９日夕方に供用開始する予定で

す。 

 続きまして、６ページを御覧ください。 

 八千把地区土地区画整理事業は、古閑中町の

一部４４ヘクタールを対象に、幹線道路及び地

区内道路、公園などの公共施設の整備改善を行

い、宅地の利用増進を図り、安全で快適な居住

環境の形成のため整備しているところです。 

 本事業の都市計画道路、古閑中１号線は、全

体延長９００メーター、幅員１８メーターの道

路整備事業で、既に６８３メーターの供用開始

を行っており、今回、国の１次補正に伴い、事

業進捗を図るため、終点部６０メーターの道路

整備を行う経費を計上するものでございます。 

 なお、今御説明いたしました各事業につきま

しては年度内完了が見込めず、計上予定額と同

額の繰越明許費を設定いたします。 

 以上、議案第２号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第１４号のうち、本委員会に付託

されました建設部所管分についての説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） なければ、以上で

第７款・土木費を終了します。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、歳出の第４

款・衛生費について、市民環境部から説明を願

います。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） 皆様、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）市民環境部の岩崎でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第２号・令和７年度八代市一

般会計補正予算・第１４号中、第４款・衛生費

のうち、市民環境部関係分につきまして、竹下

次長が説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○市民環境部次長（竹下圭一郎君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）市民環境部の竹下でございます。よろ

しくお願いします。着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、令和７年度一般会計補正予算書・

第１４号の１７ページ上段を御覧ください。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目５・塵

芥処理費で、補正前の額１４億８７１８万１０

００円に１５１１万５０００円を追加し、補正

後の額を１５億２２９万６０００円とするもの

でございます。これは全額、生活環境事務組合

負担金事業のじんかい分でございます。 
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 次に、右肩に令和８年３月１６日、建設環境

委員会資料、議案第２号関係と記載しておりま

す説明資料をお願いいたします。 

 １、事業名は生活環境事務組合負担金事業

（じん芥）です。 

 ２、補正理由は、令和６年３月に運用を終了

した八代生活環境事務組合クリーンセンター

は、令和６年度からクリーンセンター解体工事

に伴う調査及び設計業務委託を実施していま

す。その調査の結果、敷地内の一部の範囲でフ

ッ素が基準値を超えて検出されたことから、基

準値を超えた範囲の詳細な土壌調査を追加で行

ったものでございます。また、今年度から令和

９年度にかけて、解体工事及び施工監理業務委

託を実施することから、これらに係る経費につ

いて、組合規約に定められた割合により負担金

を増額補正するものです。 

 ３、補正額は１５１１万５０００円であり、

解体工事に伴う調査及び設計業務委託の負担金

増加分３０１万８０００円、解体工事及び施工

監理業務委託に伴う負担金増加分１２０９万７

０００円でございます。 

 ４、事業費及び財源の内訳につきましては、

次のページ、別紙１、①、②の表に記載させて

いただいております。 

 別紙１を御覧ください。 

 ①解体工事に伴う調査及び設計業務委託につ

いて。 

 １、変更契約については、基準値を超えたフ

ッ素の範囲を調べる土壌詳細調査を行うもので

す。変更額は５１５万６８００円です。 

 ２、財源内訳については、変更額に対し、八

代市分は３０１万８０００円となり、全額一般

財源でございます。この追加分は、関係市町で

ある八代市と氷川町が規約に基づいて案分して

負担金として支出するものです。 

 次のページを御覧ください。 

 ②解体工事及び施工監理業務委託について

は、１、概算金額で、今年度分は３億１０００

万円を見込んでおります。 

 ２、財源内訳としては、国庫補助金の廃棄物

処理施設整備交付金、補助率３分の１、１億３

３３万３０００円、地方債として一般廃棄物処

理事業債、充当率９０％の１億８６００万円、

一般財源として２０６６万７０００円となって

おります。この一般財源分を関係市町である八

代市と氷川町が案分し、八代市分の１２０９万

７０００円を負担金として支払うものです。 

 ③補正額としましては、①と②を合算した八

代市分の総額が１５１１万５０００円となるも

のです。 

 その他につきましては、八代生活環境事務組

合の議会定例会で承認された解体工事費５億５

５５５万５５５０円と、施工監理業務委託費２

２６０万５０００円の契約額等を記載しており

ます。 

 以上で、八代市一般会計補正予算・第１４号

中、市民環境部関係分の説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（水田千春君） ちょっと分からないの

で教えていただきたいんですけど、この基準値

を超えたフッ素が検出されたというのは原因が

何なのかを、ちょっと私は分からなくて教えて

いただきたいということと、今後またこの基準

値を超えたフッ素が増える可能性がまたあるん

でしょうかということをお尋ねしたいです。 

○環境施設課長（塩塚将朗君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）環境施設課の塩塚でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 委員お尋ねのフッ素が基準値を超えた原因に

つきましては、八代生活環境事務組合に問い合

わせましたところ、原因は特定はできていない
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ということではございますが、クリーンセンタ

ーの建設時に盛土をされておられますけども、

その盛土に購入された盛土に含まれていた可能

性があるというふうにお伺いしております。 

 それともう一つ、今後、基準値を超えたもの

が出るかというお尋ねでございますが、今後、

工事を生活環境事務組合のほうで進めていかれ

ますけども、その際、また常時、私どもと情報

交換を行いながら対応に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○委員（水田千春君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

○委員（橋本隆一君） すみません、同じく確

認ですけれども、今、盛土の中にフッ素が含ま

れていたということでございますけれども、例

えば、今除去された土がよそにまた行くわけで

すよね。よそに行かれたら、そこがまた盛土に

なるんじゃないかなという一般的な考え、それ

か分散するのか。 

 そして、その分散するにしろ、新たなところ

に移転して、そこでまた新たな工事が始まるん

ですが、今回その新たなところでの工事予算ち

ゅうのは含まれずに、この除去費用に関しての

みの費用なのか。 

 その２点、ちょっとお尋ねさせていただけれ

ばと思いますが。 

○環境施設課長（塩塚将朗君） 土壌の、現

在、分析をされて、基準値を超えた土壌が出た

ということだけお伺いしておりまして、土壌の

入替えにつきましては、来年度以降に予定をさ

れているというふうに伺っております。 

 その際は、まだ確認を取っておりませんけど

も、土壌を洗浄した後に、きれいな土にして、

それから再利用されるのではないかというふう

に、こちらのほうでは想定をしておりますが、

今後また協議の上、適切な処分に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） 今の状況で理解できま

した。ありがとうございました。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、こういう

有害物質が出たちゅうことについての処理って

いうのは、行政だけの担当じゃなくて県との、

そこの調整というのは十分しながら処理されて

いくと思うんですが、市の場合も汚染土が出た

場合には、県との協議の中で、ちゃんとした法

的基準にのっとって処理されてる経緯がこれま

でもあるんですが、今回の場合についても、そ

ういう経緯を踏まえてやっていかれるちゅうこ

とで理解してよろしいんでしょうか。 

○環境施設課長（塩塚将朗君） 今回の工事に

際しましては、生活環境事務組合のほうで県と

十分に協議をなされた上で、処理の方法であり

ますとかっていうのを検討されているというふ

うに考えておりますので、適切な処分をされる

ものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい、結構です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本隆一君） 先ほど課長の御答弁に

ありましたように、今後、処理される際には除

染まで確実にしていただけるように、要望とい

う形でお願いをしたいと思いますので、お願い

いたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） これより採決いた
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します。 

 議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１４号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、議案第７

号・令和８年度八代市一般会計予算中、当委員

会関係分を議題とし、歳出の第４款・衛生費に

ついて、市民環境部から説明を願います。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） 改めまして、

よろしくお願いいたします。 

 議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

のうち、当委員会所管の第４款・衛生費のう

ち、市民環境部が所管します当初予算の主な取

組について総括を申し上げさせていただきま

す。失礼ながら着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、令和８年度の主な取組について、

大きく３点に分けて説明させていただきます。 

 まず１点目は、ゼロカーボンに関する取組で

ございます。 

 令和５年１１月に、ゼロカーボンやつしろ推

進計画を策定し、取組の推進を図ってまいりま

した。令和８年度は、ＣＯ２排出量削減の取組

として、２０３０年度までに公共施設の照明設

備を１００％ＬＥＤ化するために、公共施設Ｌ

ＥＤ化事業（第１期）を新規事業として実施い

たします。第１期としましては、利用者が多

く、避難所にも指定されている学校施設の照明

設備のＬＥＤ化を進めてまいります。これによ

り、電気使用量の削減が図られ、エネルギー消

費量及びＣＯ２排出量のさらなる削減が期待さ

れます。 

 また、有料指定ごみ袋の焼却に伴い発生する

ＣＯ２の排出量や石油などの化石燃料の使用を

削減する取組として、令和８年度から、ごみ袋

の原料の一部に植物由来のバイオマスポリエチ

レンを１０％配合し、ゼロカーボンシティの実

現に寄与する取組を進めます。 

 なお、住宅用太陽光発電システムや蓄電池の

設置に対する支援については、国の重点支援地

方交付金を活用して拡充し、各家庭における再

生可能エネルギーの普及や利用促進を図ってま

いります。 

 ２点目は、ごみの適正処理及び減量化に関す

る取組でございます。 

 環境センターエコエイトやつしろは、平成３

０年１０月の本格稼働以降、安定したごみ処理

を行っており、令和６年度から受入れを開始し

た氷川町の可燃ごみにつきましても、大きなト

ラブルもなく処理しております。今後も廃棄物

の適正処理に努めてまいります。 

 また、ごみ減量化への取組として、出前講座

などへの講師派遣による啓発活動、生ごみ堆肥

化容器等設置助成金、食品ロス削減のためのフ

ードドライブなどを行いながら、さらなる資源

化とごみ減量化を推進したいと考えておりま

す。 

 今後も、施設の安定稼働に努めながら、ごみ

の適正処理はもとより、エコエイトのさらなる

活用を図り、環境学習の拠点としても、より多

くの市民の皆様に御利用いただけるよう努めて

まいります。 

 最後に３点目は、環境関連施設の整備等につ

いてでございます。 

 松崎町にある八代市斎場につきましては、供

用開始から４５年が経過し、施設全体の老朽化

が進んでいる状況でございますが、適切に維持

管理を行いながら、施設の利用に支障が生じな

いよう努めてまいります。 
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 また、新たな斎場につきましては、早期の整

備を目指し、建設候補地の選定に向けて関係機

関との協議などを進めてまいります。 

 なお、施設の解体を進めておりました２つの

施設については、八代市清掃センターは令和７

年６月に、八代市衛生処理センターは今月２日

に解体工事を完了しております。 

 以上が市民環境部が所管します主な取組とな

りますが、今後も、市民の皆様の御意見を伺い

ながら、環境にやさしい循環型社会や脱炭素社

会の実現を目指し、着実な事業の遂行に努めて

まいります。 

 各事業の詳細につきましては竹下次長から説

明をいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○市民環境部次長（竹下圭一郎君） 市民環境

部の竹下でございます。よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第７号・令和８年度八代市一

般会計予算中、本会議に付託されました第４

款・衛生費のうち、市民環境部が所管します歳

出予算について、予算書の目ごとに順次説明さ

せていただきます。 

 初めに、予算書の７２ページを御覧くださ

い。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目３・斎

場管理費でございます。９９４９万６０００円

を計上し、前年度より２１２０万４０００円の

増額となっております。これは、八代市斎場の

雨漏り修繕工事や大雨浸水対策として止水板設

置工事を行うことから、工事請負費を１７５０

万５０００円増額したことが主な理由でござい

ます。 

 次に、事業につきまして説明いたします。右

側の説明欄を御覧ください。 

 八代市斎場の管理運営を行う斎場管理運営事

業、東陽町にあります八代生活環境事務組合斎

場の維持管理における本市負担金と相互利用負

担金を支払う生活環境事務組合負担金事業（火

葬場）、定期的な修繕などの施設整備を行う斎

場施設整備事業でございます。 

 次に、節ごとに内容を説明いたします。主に

金額が大きいものについて述べさせていただき

ます。 

 節１０・需用費１２８８万６０００円は、施

設設備修繕料１０３７万３０００円、電気料１

７９万８０００円が主なものでございます。節

１２・委託料３６８２万７０００円は、施設の

運転管理業務委託３５１４万１０００円が主な

ものでございます。節１８・負担金補助及び交

付金３２００万２０００円は、生活環境事務組

合負担金２７６９万３０００円、斎場相互利用

負担金４３０万９０００円でございます。相互

利用負担金は、協定に基づいて旧八代市民が八

代生活環境事務組合斎場を利用した際、管内外

の差額を負担するものでございます。 

 次に、特定財源について説明をいたします。 

 地方債８４０万円は、斎場施設整備事業に伴

う緊急防災・減災事業債でございます。その他

特定財源８６０万７０００円は、八代市斎場使

用料８３５万６０００円、氷川町からの斎場相

互利用負担金２３万６０００円が主なものでご

ざいます。 

 次に、目４・狂犬病対策費でございます。８

９７万２０００円を計上し、前年度より５２万

４０００円の減額となっております。これは、

狂犬病予防注射の予定頭数が少なくなると見込

まれることから、集合注射業務委託料を５６万

円減額したことが主な理由でございます。 

 狂犬病予防対策事業は、狂犬病予防法に基づ

く犬の登録及び狂犬病予防注射を行う事務でご

ざいます。 

 節１・報酬から節４・共済費まで、会計年度

任用職員１名分の人件費でございます。節１

０・需用費５６万９０００円は、犬の登録の

際、飼い主に渡す登録鑑札や、狂犬病予防注射
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を行ったことを証明する注射済票の購入費が主

なものでございます。節１１・役務費８５万８

０００円は、狂犬病予防注射を飼い主に通知す

る郵便料でございます。 

 続きまして、７３ページを御覧ください。 

 節１２・委託料４３８万３０００円は、狂犬

病集合注射業務委託３３６万円、犬の登録及び

狂犬病予防注射の手続について八代地域の動物

病院に事務代行を委託する費用１０２万３００

０円でございます。節１７・備品購入費２万９

０００円は、狂犬病集合注射の際に使用する簡

易テントの購入費用でございます。 

 ７２ページ下段に戻りまして、その他特定財

源６９８万２０００円につきましては、集合注

射における飼い主の自己負担分３３６万円、犬

の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付手数

料など３６１万６０００円でございます。 

 続きまして、予算書の７３ページ中段を御覧

ください。 

 項２・生活環境費、目２・環境保全対策費で

ございます。２億６７５６万９０００円を計上

し、前年度より２億１５９５万７０００円の増

額となっております。これは、公共施設ＬＥＤ

化事業（第１期）２億１９８１万３０００円を

新規事業として計上したことが主な理由でござ

います。 

 環境保全対策費では、右側の説明欄にござい

ます、自然環境の保全対策を行う自然環境保全

推進事業、環境保全行動を推進するための自然

観察会や出前講座等を実施する環境学習推進事

業、環境基本計画の進行管理を行う環境パート

ナーシップ推進事業、公害の未然防止と環境負

荷の低減に向け、悪臭調査や九州新幹線鉄道の

騒音・振動調査などを行う環境保全対策事業、

地下水を保全し継続的な利用を図るため、塩水

化調査や有害物質モニタリング調査などを行う

地下水保全対策事業、地球温暖化対策として再

生可能エネルギーの普及や温室効果ガスの排出

削減を図るため、住宅用太陽光発電システムや

蓄電池の設置補助などを行う地球温暖化対策推

進事業、公共施設照明設備のＬＥＤ化を計画的

に進め、２０３０年までにＬＥＤ化１００％を

目指す公共施設ＬＥＤ化事業（第１期）を実施

するものでございます。 

 次に、節ごとの内容について説明いたしま

す。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、会計年

度任用職員１名の人件費でございます。節１

２・委託料２億２３９４万５０００円は、照明

設備ＬＥＤ化更新業務２億１９８１万３０００

円が主なものでございます。令和８年度は、第

１期として、利用者が多く、避難所指定にもな

っている学校施設の照明設備ＬＥＤ化を進めて

まいります。節１８・負担金補助及び交付金３

８７２万円は、住宅用太陽光発電システム等設

置費補助金としまして、太陽光発電システムや

蓄電池、計３５０基分の補助金３８５０万円が

主なものでございます。 

 なお、特定財源につきましては、国県支出金

１９８５万８０００円は、国庫支出金として物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が１９

５８万３０００円、騒音規制及び地下水採取に

伴う届出事務等権限移譲事務に係る交付金２７

万５０００円で、地方債１億９７８０万円は、

公共施設ＬＥＤ化事業に伴う脱炭素化推進事業

債でございます。 

 その他特定財源の２２００万円は、ふるさと

八代元気づくり応援基金繰入金でございます。 

 続きまして、７４ページを御覧ください。 

 次に、目３・廃棄物対策費でございます。１

６６０万４０００円を計上し、前年度より２億

１５万円の減額となっております。これは、衛

生処理センター解体事業が令和７年度で完了す

ることにより、１億９６４２万円の減額が主な

理由でございます。 

 廃棄物対策費では、右側の説明欄にございま
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す、環境学習や環境フェスタの開催、生ごみ堆

肥化容器の購入助成などにより一般廃棄物の減

量化を図るごみ減量化対策事業、敷川内環境保

全用地の維持管理を行う敷川内環境保全対策事

業、不法投棄に対するパトロールや廃棄物処理

場周辺の地下水環境調査などを行う廃棄物処理

対策事業、環境施設の整備計画を行う環境施設

整備事業でございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、不法投

棄や野焼き防止のパトロールを行う会計年度任

用職員２名に要する人件費でございます。節１

０・需用費１３７万４０００円は、ごみ減量化

などの啓発チラシの印刷製本費４９万５０００

円などが主なものでございます。節１８・負担

金補助及び交付金１８１万５０００円は、一般

家庭から排出される生ごみの減量化を図るため

行っておりますコンポスト式生ごみ堆肥化容器

と電気式生ごみ処理機、計８８基分の購入助成

金１８１万５０００円でございます。 

 なお、特定財源の国県支出金８５万４０００

円は、熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金５０万円、熊本県産業廃棄物最終処分場周

辺環境整備等補助金３５万４０００円でござい

ます。 

 その他特定財源２５４万９０００円は、ふる

さと八代元気づくり応援基金繰入金１８１万５

０００円が主なものでございます。 

 目４・環境衛生費でございます。６１６万６

０００円を計上し、前年度より６３万８０００

円の減額となっております。これは、ボランテ

ィア清掃のときに利用するボランティア袋につ

いて、本年度は在庫調整による作成見送りのた

め、８５万円の減額となったことが主な理由で

ございます。 

 環境衛生費では、右側の説明欄にございま

す、感染症のおそれがある衛生害虫の駆除等を

行う衛生害虫駆除事業、環境美化への意識の高

揚を図り良好な生活環境の確保に努める環境美

化推進事業、市営墓園３か所の維持管理を行う

墓地関係事業を実施するものでございます。 

 節１・報酬から節４・共済費まで、会計年度

任用職員１名の人件費でございます。節１０・

需用費１１９万５０００円は、衛生害虫駆除用

薬剤などの消耗品費５０万６０００円、動力式

噴霧器の点検整備費として２０万９０００円が

主なものでございます。節１２・委託料１８２

万５０００円は、市営墓園の清掃業務委託９１

万５０００円、排水路等の害虫駆除業務委託８

２万円が主なものでございます。 

 その他特定財源１１１万２０００円は、市営

墓園３か所の管理料収入でございます。 

 次に、目５・塵芥処理費でございます。１５

億２３７４万２０００円を計上し、前年度より

３００４万円の増額となっております。これ

は、八代市生活環境事務組合クリーンセンター

解体工事による生活環境事務組合負担金事業

（じん芥）の負担金２７０６万９０００円の増

額が主な理由でございます。 

 塵芥処理費では、右側の説明欄にございま

す、環境センターの管理運営を行うごみ処理施

設管理運営事業、閉鎖した清掃センター、衛生

処理センター及び市内３か所の最終処分場跡地

の維持管理を行う塵芥施設維持管理事業、各家

庭から排出される可燃物、資源物の収集運搬を

行うごみ収集管理事業、樹木、剪定くずの資源

化によりごみの減量化を図る樹木、剪定屑リサ

イクル事業、八代生活環境事務組合クリーンセ

ンターの最終処分場などの管理等の経費を一部

負担する生活環境事務組合負担金事業（じん

芥）、続きまして、７５ページ右側を御覧くだ

さい。環境センターの施設整備を行うごみ処理

施設整備事業を実施するものでございます。 

 ７４ページ下段に戻りまして、節１・報酬か

ら節４・共済費までは、一般職９名及び会計年

度任用職員３名分の人件費が主なものでござい

ます。節１０・需用費１７８２万１０００円
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は、環境センターの修繕料９２５万５０００

円、ごみ収集に要する消耗品費３７０万４００

０円、最終処分場跡地修繕料１５０万円などが

主なものでございます。 

 ７５ページ上段をお願いします。 

 節１１・役務費１１８９万４０００円は、有

料指定ごみ袋の小売店などへの販売手数料１１

００万２０００円が主なものでございます。節

１２・委託料１３億５７４１万２０００円は、

可燃物及び資源物収集運搬業務委託５億４０４

３万６０００円、環境センターエネルギー回収

推進施設運営委託２億８９９５万２０００円、

環境センターマテリアルリサイクル推進施設運

営委託１億７２３９万２０００円、環境センタ

ーのエネルギー回収推進施設から排出される焼

却灰の運搬及び資源化委託１億６３６６万７０

００円、有料指定ごみ袋供給及び保管配送業務

委託９０００万円が主なものでございます。節

１８・負担金補助及び交付金７０１０万円は、

八代生活環境事務組合負担金６７７１万５００

０円が主なものでございます。 

 ７４ページの下段をお願いします。 

 その他特定財源の５億２７６９万４０００円

は、搬入ごみ処理手数料収入２億６５８万円、

有料指定ごみ袋処理手数料収入２億１３６万５

０００円、氷川町可燃ごみ受入れに係る管理運

営費負担金６０８５万円、再資源化物販売代金

納付金４６５４万９０００円が主なものでござ

います。 

 続きまして、７５ページを御覧ください。 

 目６・し尿処理費でございます。２億８７１

５万５０００円を計上し、前年度より９８９万

６０００円の減額となっております。これは、

衛生処理センターの解体が完了し、業務の縮小

による一般職２名分の人件費の削減が主なもの

でございます。 

 し尿処理費では、右側の説明欄にございま

す、浄化槽汚泥処理施設の維持管理を行う浄化

槽汚泥処理施設管理運営事業、八代生活環境事

務組合衛生センターの維持管理費の一部を負担

する生活環境事務組合負担金事業（し尿）を実

施するものでございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは、一般職

２名分の人件費でございます。節１８・負担金

補助及び交付金２億６８５４万４０００円は、

浄化槽汚泥処理施設管理運営事業の維持管理負

担金７５３７万３０００円、汚水処理負担金７

７６２万６０００円、八代生活環境事務組合負

担金１億１５５４万５０００円でございます。 

 以上をもちまして、款４・衛生費中、市民環

境部関係分の説明を終了いたしますが、ここ

で、先ほど説明にありました公共施設の照明設

備ＬＥＤ化について補足説明をさせていただき

ます。 

 右上に説明資料１と記載してございます資料

を御覧ください。 

 本市では、公共施設の照明設備ＬＥＤ化を計

画的に進め、２０３０年までにＬＥＤ化１０

０％を目指す目標を設定しております。 

 具体的にどれくらいの数の照明設備を２０３

０年度までにＬＥＤ化する必要があるかについ

ては、説明資料１に市有施設の照明設備の状況

を示しております。 

 目標を計画的に、かつ円滑に進めていくため

には、市有施設全体で４２０施設に約６万２０

００灯の照明器具が設置されており、そのうち

ＬＥＤ化が済んでいない約４万灯の照明設備の

現況を詳細に調べる必要があったことから、令

和７年度に照明設備の調査業務を委託しており

ます。 

 その中でも特に学校施設は、夏休みなどに集

中して工事を行う必要がありますことから、で

きるだけ早い段階で取りかかりたいと考え、今

年度の調査業務において早期に調査を実施いた

しました。 

 先ほど説明いたしました照明設備ＬＥＤ化更
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新業務は、この調査結果を活用し、事業を計画

したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（水田千春君） ＬＥＤ化、特に学校、

保育園など、子供たちが体がつくられる途上に

ある、目のほうもちょっとＬＥＤのブルーライ

トなどがあまり目によくないのではないかな

と、まだ全て、まだＬＥＤ自体が期間が短いの

で結果は出てないと思うんですけど、そういう

疑いもあるということなので、目に優しいとか

子供たちに優しいような照明もどうやらあるよ

うなので、そちらを選んでいただきたいなと。

値段だけではなく、見ていただきたいなと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） 意見でいいです

か。 

○委員（水田千春君） その辺はどうなんでし

ょう、その辺り考えられているか。 

○教育施設課設備係長（吉井健一郎君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）教育施設課の吉井でございます。 

 ＬＥＤ化に当たりましての健康面での配慮と

いうことだと思いますけども、現時点では通常

の、こちらの委員会室にもあるようなＬＥＤ

を、一般的なＬＥＤを今検討しておりますが、

そこも意見等踏まえまして、選定の際は事業者

の方と協議しながら選定をしていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員（水田千春君） ぜひその方向でよろし

くお願いいたします。ありがとうございます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

○委員（橋本幸一君） 今のＬＥＤ化の件です

が、第３期に分けてされるということで、これ

を見れば、令和８年度が約２億１９００万円、

令和９年度が５億５９００万円、１０年度が３

億２９００万円とありますが、具体的に、最初

の初年度は教育施設について行うということ

で、２年度、３年度はどういう方針でされる予

定なんですか。 

○環境課長（田中和彦君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

環境課の田中です。 

 今、橋本委員のほうから御質問がありました

けれども、少しここが分かりづらい部分があり

ますので、順を追って少し説明をさせていただ

きます。 

 今、橋本委員がおっしゃった部分につきまし

て、その３か年といいますのは、教育施設をそ

の３か年でＬＥＤの照明を（委員橋本幸一君

「教育施設だけ」と呼ぶ）はい、行っていく段

取りでございます。 

 そのほかの施設につきましてですけれども、

そちらにつきましては、現在、令和９年度から

行う予定としております。そのほかの施設にな

りますと、いわゆる地域のコミュニティセンタ

ーでありましたり、福祉関係の施設、そういう

部分が出てまいります。 

 ですので、こちらにつきましては順次、また

市民の方の利便性が高い部分なりを考慮して、

令和９年度にＬＥＤ照明化を行う施設につきま

しては今年度検討して、来年度予算のほうで計

上する予定といたしております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） 分かりました。 

 この事業総額約１１億円っていうのは変わら

ないわけですね。 

○環境課長（田中和彦君） そちらに計上して

おります約１１億円につきましては、教育施設

のみの（委員橋本幸一君「のみの」と呼ぶ）は

い、ＬＥＤ化の事業費でございます。 
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○委員（橋本幸一君） それでは、大体総額、

この事業費でどのくらいになるんですか。 

○環境課長（田中和彦君） 現在、あくまでも

現時点のＬＥＤの価格をベースとして算定する

ときに、約３０億円を少し超えるぐらいの金額

の試算が出ておりますけれども、──すいませ

ん、約４０億円の試算が出ております。ただ、

こちらに関しましては、ＬＥＤの機器の値段が

令和８年４月からの値上げ等が既に告知されて

る部分もございますので、実際、担当課といた

しましてはやはり、少なくとも２割以上の価格

の上昇があるのではないかというふうに予想を

してるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） これについては、国県

等のいろんな補助事業活用とか、その辺もある

んですか。 

○環境課長（田中和彦君） 先ほど次長の御説

明にもありましたけれども、一応財源といたし

ましては脱炭素債のほうを予定をいたしており

ます。 

 ただ、こちらにつきましては、導入が、いわ

ゆる自治体の施行工事等の場合が利用できると

いう部分でございまして、熊本市等が利用され

ましたリース事業によってＬＥＤ化をするとい

う場合には、この脱炭素債の利用ができないと

いうふうに説明のほうを受けております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） 本市の取組としては、

その前段の場合で、リースじゃないほうを活用

されるという進め方で行かれるんですね。間違

いないですね。 

○環境課長（田中和彦君） 来年度から予定し

ております教育施設につきましては、リース事

業のほうは予定をしておらない、普通の業務委

託として行うというふうに予定をしているとこ

ろでございます。 

○委員（橋本幸一君） 可能性としてはリース

事業もまた導入もありっていうことで理解しと

ってよろしいですか。 

○環境課長（田中和彦君） 最終的には、やは

り財源的な部分になってくるかと思いますけれ

ども、導入手法の一つとしてのリース事業とい

うのは検討をいたしておるところでございま

す。 

○委員（橋本幸一君） 了解しました。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（橋本隆一君） そもそも論で大変恐縮

なんですけれども、今回のＬＥＤ化に向けて、

脱炭素化ということと、それから国のこれから

ですね、こういう蛍光灯に関しての製造を中止

するということが大きな要因かなと思いますけ

ど、今後の国のスケジュールとしては、どのよ

うな形でこのＬＥＤ化に向けての取組をされて

るのか、ちょっとお聞きしたいと思うんですけ

れども。 

○環境課長（田中和彦君） 国の方針といたし

ましては、政府の実行計画で２０３０年度まで

にＬＥＤ化を進めるというところになっており

ます。 

 ただ、今、委員がおっしゃったとおり、２０

２７年には蛍光灯の販売自体が終わってしまい

ますので、実際、２９年とか３０年に予定され

てる部分につきましても、じゃあ、いざという

ときに蛍光灯の管自体が購入できないというお

それも出てきておりますので、私どもとしては

市有施設、特に市民の方が利用される部分につ

きましては、なるだけ早期に対応していきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） 状況について理解でき

ました。ありがとうございました。 

○委員（谷川 登君） ちょっとお聞きしたい

んですけども、衛生費の中で狂犬病の予防対策

事業、毎年されていると思いますけれども、率
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的に１００％ぐらい、皆さん、４月頃からと思

うんですが、大体達成率ていうとは、登録すれ

ば、とにかくその方に通知が行くというような

仕組みになっておりますので、どれだけぐらい

ですかね。 

○環境課長（田中和彦君） 委員お尋ねの狂犬

病の接種率につきましてお答えいたします。 

 直近でお話しさせていただきますと、令和５

年が８６.９％、令和６年度が８８.９％、本年

度が先週末の時点で８７.２％でございまし

た。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。 

 そういう中で、登録されて接種を受けないて

いう、しない人はいるんですかね。 

○環境課長（田中和彦君） やはり一定数いら

っしゃいまして、私どもといたしまして、この

３月、令和８年度分につきましては、先週、飼

い主の方に狂犬病の予防接種の通知のほうをま

ず送らせていただきました。 

 ４月が旧町・村のところでの集団接種、それ

と５月が旧八代市域の巡回の予防接種のほうを

予定しております。こちらで、あと動物病院で

接種される方もいらっしゃいますけれども、お

おむねですね。 

 半年、上半期終わりまして、接種の実績が上

がってこられない飼い主の方には、まず私ども

から再度、予防接種のほうの通知を出させてい

ただいております。それでも、再度、まだ接種

をされてない方につきましては、大体年が明け

まして１月ぐらいから担当職員が電話で御連絡

を入れさせていただいて、予防接種のほうをま

た、ぜひ受けてくださいというような形で啓発

のほうを行っております。 

 電話連絡が取れない飼い主さんにつきまして

は、職員が直接、御自宅まで訪問いたしまし

て、ぜひ接種のほうをお願いいたしますという

ことでお願いしておりますけれども、飼い主さ

んの考え、あと、老犬になりまして、獣医師さ

んのほうがちょっと予防接種のほうはというよ

うな場合には、どうしようもございませんの

で、そちらについては、この接種の中には入っ

て、接種を受けないというような飼い犬も実際

はいるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） すいません、

ちょっと関連で御説明させていただきますが、

今の８９％ぐらいっていう数字に関しては、ま

だまだ、１０％もまだされてないのかっていう

ところもあろうかと思いますが、これは１４市

の中では一番高い数字でございまして、先ほど

申しましたとおり、職員のほうが直接いろいろ

接触を持ちまして、きちんと勧奨というか、そ

ういうことをやってるがゆえに、これくらいの

数字になってるというところでございます。 

 当然、今後この接種率は本当１００％にしな

きゃいけない話でございますので、これから先

もしっかりと努力をいたしまして、この率につ

いては注目しながらやっていきたいと、しっか

りやっていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。１００％お願いしたいと思います。 

 斎場の雨漏れっていうのは先ほど説明があっ

たかと思いますけれども、斎場は建物だろうと

思うんですが、機械のほうは大丈夫ですかね。

ちょっと聞きたいんですが。 

○環境施設課長（塩塚将朗君） 失礼します。

環境施設課の塩塚でございます。 

 今、委員お尋ねの雨漏れの件での機械は大丈

夫かというお尋ねでございますが、現在のとこ

ろは機械のほうには支障が生じておりません。 

 以上でございます。 

○委員（谷川 登君） 築何年か、すみませ

ん。 
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○環境施設課長（塩塚将朗君） 築４５年を経

過いたしております。 

 以上でございます。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。 

○委員（田方芳信君） 今の関連なんですけ

ど、今、築添の火葬場、築４５年で、まあ相

当、機械的にも建物的にも古いちゅうことで、

今後、移動、またそこの場に建て替える、そう

いった問題がまあ少し、若干出てるかと思うん

ですけど、その進捗状況ちゅうのはどういった

具合になってますか。そこのところちょっと教

えていただければ。 

○環境施設課長（塩塚将朗君） 今、委員お尋

ねの新しい火葬場の件のお尋ねかと思います

が、現在市役所の内部で、職員で構成いたしま

す庁内検討会のほうで検討を進めておるところ

でございますが、現在、どこに建設をしたらよ

いかっていう候補地の選定を主にやっておりま

して、まだそれから先のほうにはまだ進んでい

ない状況ではございますが、おっしゃるとおり

築４５年も経過いたしておりますので、早いう

ちに建て替えができますように、今後も検討を

進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（田方芳信君） なかなか火葬場の受入

先ちゅうのは大変難しいかと思います。そうい

った面しっかり考えて今後頑張っていただけれ

ばと思います。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、今年度は

その調査費とか、それについての予算は組んで

おられるんですか。ちょっとこれでは見えんみ

たいなんですが。 

○環境施設課長（塩塚将朗君） 御指摘の来年

度当初予算のほうには調査費等の予算は計上い

たしておりませんが、必要に応じて、なるべく

早いうちに建設が進みますように、今後はもし

かしたら補正での対応もお願いする場合もある

かもしれませんが、現状としては来年度予算に

は計上はお願いはしていないところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（西村英昭君） お尋ねします。廃棄物

対策費、不法投棄等のパトロールに人件費が計

上されてますが、これは何人ぐらいいらっしゃ

るんでしょうか。現状を教えてください。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） 循環社会

推進課の古田です。よろしくお願いします。 

 パトロールの職員については、２名確保して

おります。 

 以上でございます。 

○委員（西村英昭君） 続けて、その２名の方

が車１台とかで。車両とかどういう形での運用

になってるか、簡単に御説明をお願いします。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） 車両につ

きましては、循環社会推進課所管の公用車を１

台使っております。 

 朝９時から午後は３時半まで、月曜から金曜

日までの平日、毎日パトロールのほうを行って

おります。 

 以上でございます。 

○委員（西村英昭君） ありがとうございま

す。 

 目５の塵芥処理費で、すいません、私、勉強

不足で申し訳ない、ごみ処理施設管理運営事業

というのと塵芥施設維持管理事業というのがあ

るんですが、すいません、この施設の違いを、

すいません、私分からないもので、御説明をお

願いします。 

○環境施設課長（塩塚将朗君） 今、委員お尋

ねの塵芥処理費、予算書で行きますと７４ペー

ジの説明欄のところでございますね。 

 ごみ処理施設管理運営事業につきましては、

冒頭、竹下次長のほうから御説明があったかと
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は思いますけども、環境センターエコエイトや

つしろの運転管理業務を主にやってる事業でご

ざいます。 

 それと、その下の段の塵芥施設維持管理事業

につきましては、以前廃止をしておりますけど

も、一般廃棄物の埋立処分場が八代市内に３か

所ございましたけども、そちらのほうの閉鎖後

の維持管理を行っている、主な事業でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（西村英昭君） ありがとうございま

す。 

 ここで、先ほど、すいません、お話いっぱい

あったもので、私の中でちゃんと聞き取れなか

った部分がありまして、塵芥処理費で財源の部

分にごみ搬入手数料、あと、ごみ袋等だったと

思うんですが、ここの部分がおよそ２億円と２

億円ぐらいというふうにお聞きしたんですけど

ね、これは、まあ言ったら受益者負担の部分だ

と思いますが、これの、例えばごみ搬入手数料

並びにそのごみ袋の費用、これの推移が、簡単

にですが、最近どういう推移をしてるか分かり

ましたら御提示いただきたい。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） まず、ご

み搬入手数料につきましては、令和６年の１０

月から、当時１０キロ当たり１００円だった金

額を１０キロ当たり１５０円に改定しましたの

で、約１億３０００万円ぐらいが２億円ぐらい

に上昇したということでございます。 

 また、ごみ袋につきましては改定を行ってお

りませんが、ごみ減量化に伴いまして、ごみ袋

の販売数自体が減少傾向にありますので、直近

５年間では、若干でございますが減少している

状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（西村英昭君） ありがとうございまし

た。理解できました。 

 それとですね、ごみの回収委託がありました

が、委託料のところだったと思います。これ、

今いろんなところで、言うたら燃料費であると

かコスト、非常に大きくなってると思うんです

が、市のほうが委託するに当たって、基本的な

その費用とかをどう考えてらっしゃるのかな

と。事前に委託するに当たって、これは見積り

みたいな形でなんかもしれませんが、その辺の

お考えをお聞かせください。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） ごみ収集

委託につきましては、令和６年７月から令和９

年の６月まで３年間の長期契約のほうをまず行

っております。 

 また、契約金額を決めるに当たりましては、

その３年間の部分を人件費ベースをある程度見

込んだ上で積算しまして、それを基に入札のほ

うをお願いしてるところでございまして、ま

た、燃料費等も当時の価格から大幅な上昇があ

った際は、協議を行いまして補償という形で追

加分を支払ってというのが、前回の契約の中で

は実績としてございます。 

 以上でございます。 

○委員（西村英昭君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど説明の中で、ご

み袋にバイオマス由来の成分をどうこうという

説明がございましたが、一概に、感覚的にバイ

オマス由来の袋にすればごみの袋が上がるんじ

ゃないかって、やっぱりそういうような、ちょ

っと単純な思いも出てくるんですが、それにつ

いてちょっと具体的に説明いただければありが

たいなと思いますが。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） 一般的に

バイオマスプラスチックのほうを１０％入れる

ごとに袋の代金は１割ほど上昇するということ

でお聞きしておりましたが、令和８年度からご

み袋に関する業務のほうを見直しを行いまし
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て、これまでごみ袋を作る業務と、ごみ袋が出

来上がって保管し問屋へ配送する業務というの

を一本の契約でこれまでしておりましたが、来

年度から、ごみ袋を作る業務とごみ袋を保管、

配送する業務を２つに分けることによって、か

なり、ごみ袋の製造に関して相手先のほうが増

えたと。競争原理が働いたっていうことで、実

際は令和７年度は１億円トータルかかってたん

ですが、今回２つで９０００万円ということ

で、１割減ということに予算のほうをお願いす

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） すいません、ちょっと

あまり知識がないもんだから。バイオマス由来

っていうことは、環境とかそういう分にどのよ

うにまたプラスになるのか、その辺も含めてよ

ろしいですか。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） バイオマ

スプラスチックといいましても、燃やす際には

当然二酸化炭素のほうを排出します。ただし、

バイオマスですので、植物がもともと吸収した

二酸化炭素を燃やすということで、新たな二酸

化炭素は発生しないということで、カーボンニ

ュートラルということで言われております。 

 ですので、実際は二酸化炭素が出ますが、そ

の二酸化炭素のもととなったのは、植物が吸収

した二酸化炭素ということで御理解いただけれ

ばと思います。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。いいでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（谷川 登君） 先ほどお話の中で、斎

場が築４５年ということで老朽化がしてると思

うんですよね。そういう中で機械、施設も同様

なんですが、やはり斎場というのは点検して、

点検簿をつけてするような作業をぴしゃっと、

市民の皆さんに迷惑かけないようにですね。機

械が止まったとか、そういう例も私も実際見て

きておりますので、そういうことがないように

お願いしたいと思います。 

 それと、予防接種なんですが、先ほども部長

が言いなるごつ、やっぱり１００％目標に持っ

て、狂犬病注射を進めていただく。その一つも

なぜ聞いたかというと、そういった事案を私は

聞いとるもんですから。たまたまその犬が接種

してないとか、いろんな現場を見ておりますの

で、そういうことのないように。今８８.９％

ですか、約８９％、これを１００％まで、本当

これはもうお願いをしておきます。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど斎場の話もござ

いました。これは前の委員会のときから、かな

り委員会としても非常に、これ早急に、急ぐ必

要があるんじゃないかっていう議論もあっとっ

たんですが、やはりせめて、場所についての選

定というのは、いろんな面でも財政的な面でも

急いだほうがいいんじゃないかなという思いも

しております。 

 その辺も含めて、できるだけ早い場所の決定

というのをしていただきたいなという思いがし

ております。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（田方芳信君） 今ちょっと橋本委員と

重なるところありますけど、本当この火葬場に

ついては移転するもしないも、そういった部分

の中では時間がまだかかるかと思います。そし

てまた、受入先を探すとなってもですよ、おら

が村だけには来んでくれとか、おらが町にはや

らんでくれという人が大変多いかと思いますの
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で、そういった面では早急に予算づけしていた

だいて、時間かかるかと思いますので、早急に

そういう移転先を確保していただければと思い

ますので、そこのところよろしくお願いしとき

ます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

○委員（水田千春君） このし尿処理施設と

か、ごみ処理施設などで働かれる方の給料、削

減の方向で今お話をされたんですけど、給料を

しっかり出してあげていただきたいなと思いま

す。                   

やりがいを感じていただけるように、しっかり

お手当をしていただくということをお願いした

いと思います。 

 あと、狂犬病のワクチン、多分、最近ｍＲＮ

Ａワクチンでしたっけね、そういう、そっちを

心配されてる方もいらっしゃるんじゃないかな

と思うので、心配要らないよっていうのも。頭

ごなしに言うのも難しいとは思うんですけど、

その辺の説明も含めて用意されていたほうが多

分いいんじゃないかなとちょっと思いました。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 以上で第４款・衛

生費を終了いたします。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、歳出の第７

款・土木費について、建設部から説明を願いま

す。 

○建設部長（涌田直美君） 建設部長の涌田で

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第７号・令和８年度八代市一

般会計予算中、当委員会関係分の建設部所管分

の総括を申し上げます。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

 令和８年度当初予算編成に当たりましては、

当建設部のそれぞれの事業が市民生活に直結す

る社会基盤整備で、市民の皆様に安全で快適に

御利用いただくため、適切に維持管理を行うた

めの予算と、安全性や利便性の向上、良好な住

環境の創出のための整備に係る予算の確保に努

めたところでございます。 

 結果としまして、土木費につきましては令和

８年度当初予算分で６５億８９８２万１０００

円、先ほど御審議いただきました国の１次補正

分３億６９５８万２０００円と合わせますと、

６９億５９４０万３０００円となり、令和７年

度分と比較しますと３億９８２６万円、６.

１％の増額となりました。 

 それでは、当初予算における主なものを申し

上げます。 

 まず、道路や河川、公園等の施設整備、維持

管理につきましては、施設の健全な状態を確保

するため、限られた予算の中で万全を尽くして

まいります。特に道路につきましては、市民の

皆様からの要望も多いことから、従来の道路維

持事業及び市内一円道路改良事業に加え、昨年

度から舗装工事を主とした生活道路緊急対策事

業を実施し、市民生活に密接する道路整備を集

中的に行う計画としております。 

 この道路に関する３事業により整備を予定し

ている延長は、国の１次補正分と合わせまし

て、令和８年度で約１５.９キロメートルであ

り、令和７年度の当初予算における延長約１

０.５キロに比べて約１.５倍となります。 

 また、主要な幹線道路整備では、千丁町の新

牟田西牟田線につきましては、令和８年度中の

供用開始に向け整備を進めてまいります。 

 なお、一部の工事につきましては債務負担行

為を設定し、早期の効果発現を図るため、今年

度内の発注を行います。 

 次に、都市計画道路では、引続き西片西宮線
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及び南部幹線の整備を進めてまいりますが、令

和７年度より事業着手した中央線の道路整備事

業も令和８年度から交付金を活用し、進めてま

いります。 

 この都市計画道路中央線は、市役所庁舎東側

から古閑中町の市民球場付近まで南北に走る幹

線道路であり、現在整備を進めています八千把

地区土地区画整理事業地と隣接する市民球場南

側の交差点部分を含む１９０メートルの区間に

ついて先行して整備を行い、区画整理の事業効

果をさらに高めたいと考えております。 

 次に、公園事業では、公園施設長寿命化計画

により、２公園の遊具改築工事やため池護岸改

修工事、また、都市公園安全・安心対策緊急支

援事業でトイレ改修工事を１公園、さらには、

令和７年度より事業着手しましたこどもまんな

か公園づくり支援事業は、子供の遊び場の確保

や、親同士、地域住民との交流機会を創出する

ため、八千把地区土地区画整理事業地内に３か

所を計画しており、令和８年度はそのうち１か

所の公園整備を進めてまいります。 

 次に、住宅関連では、民間建築物耐震化促進

事業の戸建木造住宅の耐震化を行うための耐震

診断や改修などに要する費用の一部を補助する

もので、昨年１月より補助対象範囲の拡大を行

っており、住宅の耐震化の促進を図るものでご

ざいます。 

 また、公営住宅管理事業では、市営住宅の管

理・運営業務を当たっており、令和８年１月か

らは、施設の維持管理に関する業務の民間委託

を行っており、事業の効率化を図ってまいりま

す。 

 さらに、空き家対策関連では、令和８年度も

引き続き、老朽危険空き家については除却の促

進、利活用可能な空き家については空き家バン

ク事業を推進してまいります。 

 最後に、企業会計の公共下水道事業では、令

和６年度より農業集落排水処理施設事業特別会

計及び公共浄化槽等整備推進事業特別会計を企

業会計へ移行し、３事業を効率的な事業運営を

目的に下水道事業へ会計統合いたしました。 

 建設事業としましては、衛生処理センターの

廃止に伴い、令和７年度まで浄化槽汚泥処理施

設改造工事を行っておりましたが、令和８年度

からは、し尿や浄化槽汚泥の共同処理を進め、

経営改善に努めてまいります。また、下水道未

普及地域への管渠整備や既設管渠のカメラ調査

及び改修工事を継続して実施してまいります。 

 以上で当初予算編成における総括とさせてい

ただきます。 

 それでは引き続き、一般会計当初予算の詳細

につきましては竹原次長が説明いたします。ま

た、企業会計については、この後の議案第１７

号にて山本下水道総務課長が説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○建設部次長（竹原彰吾君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部

の竹原でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 失礼ながら着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、議案第７号・令和８年度八代市一

般会計予算のうち、当委員会関係分の建設部所

管分について説明させていただきます。 

 令和８年度八代市一般会計予算書をお願いい

たします。５ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算中、第７款・土木費の

歳出分では６５億８９８２万１０００円を計上

しております。対前年度比２億５２６３万８０

００円、４％の増でございます。これは、都市

計画道路の西片西宮線や中央線の街路事業費の

増が主な要因でございます。 

 項１・土木管理費では４億２７８０万１００

０円を計上しております。対前年度比１８９３

万３０００円、４.６％の増でございます。こ

れは、民間建築物耐震化促進事業などの増が主
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な要因でございます。 

 項２・道路橋梁費では、２２億７７６８万４

０００円を計上しております。対前年度比６１

１３万８０００円、２.６％の減でございま

す。これは、市内一円道路改良事業の減が主な

要因となっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 項３・河川費では、１億６２３５万９０００

円を計上しております。対前年度比１７９３万

６０００円、１２.４％の増でございます。こ

れは、市内一円河川改修事業の増が主な要因で

ございます。 

 項４・港湾費では、４億７７９万３０００円

を計上しております。対前年度比１億３８０万

７０００円、３４.１％の増でございます。こ

れは、八代港県営事業の事業費増に伴う負担金

の増が主な要因でございます。 

 項５・都市計画費では３０億３７７２万７０

００円を計上しております。対前年度比４億６

５２１万７０００円、１８.１％の増でござい

ます。これは、街路事業の西片西宮線道路整備

事業や中央線道路整備事業などの増が主な要因

でございます。 

 項６・住宅費では、２億７６４５万７０００

円を計上しております。対前年度比２億９２１

１万７０００円、５１.４％の減でございま

す。これは、坂本町災害公営住宅の坂本団地、

こちらが完了したことから、その事業費の減が

主な要因でございます。 

 少し飛びまして、８６ページをお願いいたし

ます。 

 続きましては、目ごとの事業費と、その内容

について説明いたします。説明につきまして

は、まず予算計上額、次に右側の説明欄の事業

を説明し、節の内訳の中で主なものについて御

説明いたします。 

 なお、各目の節２・給料から節４の共済費ま

では職員の人件費でございますので、説明は省

略させていただきます。 

 項１・土木管理費、目１・土木総務費では、

５２２５万２０００円を計上しております。 

 説明欄の公共用地取得・登記事務事業３７３

万円は、登記事務に従事する会計年度任用職員

１名分の人件費などに要する費用でございま

す。 

 目２・建築総務費では、３億７５５４万９０

００円を計上しております。 

 説明欄の老朽危険空き家等除却促進事業３６

００万円は、老朽化して危険な状態で放置され

ている空き家の除却費用の一部を補助する費用

６０件分でございます。 

 民間建築物耐震化促進事業４０１７万５００

０円は、民間建築物の耐震化を促進するため、

耐震改修設計工事や耐震建て替え工事などを行

う費用の一部を補助する費用１４件分や、１０

０件分の耐震診断士派遣業務委託などに要する

費用でございます。 

 空き家バンク事業６２０万４０００円は、空

き家バンク登録物件の利活用を促進するため、

売買や賃貸契約が成立した場合、残置された家

財道具の撤去、リフォームなどの一部を補助す

る費用などでございます。 

 危険ブロック塀等除却促進事業１００万円

は、地震時のブロック塀等の倒壊による人身事

故の防止及び避難経路の確保のため、危険なブ

ロック塀の除却費用の一部を補助する費用５件

分でございます。 

 ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業２

４０万円は、バリアフリー化のための改修工事

を実施する公共性の高い民間建築物に対し、そ

の整備費用の一部を補助することにより、高齢

者や障害者をはじめ、誰もが利用しやすい建築

物の整備を促進するものです。 

 節１２・委託料１９９０万４０００円のう

ち、１８４３万２０００円は、当委員会関係分

で戸建木造住宅耐震診断士派遣業務委託などに
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要する費用でございます。節１８・負担金補助

及び交付金７３０９万３０００円は、老朽危険

空き家等除却促進事業など、各種の補助メニュ

ーに係る補助金でございます。 

 次のページ、８７ページをお願いします。 

 項２・道路橋梁費、目１・道路橋梁総務費で

は、２億９８８万２０００円を計上しておりま

す。 

 説明欄の道路橋梁総務一般事務事業３７３８

万５０００円は、市道の管理全般に要する費用

でございます。 

 節１２・委託料３２３０万円は、道路台帳更

新測量業務委託や用地調査業務委託に要する費

用でございます。 

 目２・道路維持費では、８億８８１万１００

０円を計上しております。 

 説明欄の交通安全施設整備事業５７７２万５

０００円は、カーブミラー、ガードレール及び

街路灯や区画線など、市道の交通安全施設の設

置及び補修に要する費用でございます。 

 道路維持事業３億８２３６万２０００円は、

舗装路面や道路構造物の維持補修及び街路樹の

維持管理に要する費用でございます。 

 生活道路緊急対策事業３億５０００万円は、

老朽化が著しい生活道路の舗装補修工事などに

要する費用でございます。 

 節１０・需用費７８９２万５０００円は、市

内一円の道路側溝や舗装、交通安全施設などの

修繕や街路灯などの電気代等に要する費用でご

ざいます。節１２・委託料８４７７万円は、八

代緑の回廊線や街路樹の管理業務委託及び道路

パトロール業務委託、新八代駅関連施設管理業

務委託などに要する費用でございます。節１

４・工事請負費６億２２４２万５０００円は、

カーブミラーやガードレールなどの交通安全施

設設置工事や、毘舎丸町上片町線など７７路

線、約１１.９キロメートルの舗装補修工事な

どに要する費用でございます。節１５・原材料

費１７８０万円は、地元施工による生コン舗装

の材料や路面の補修用の簡易アスファルト合

材、カーブミラーなどの安全施設の部材購入費

に要する費用でございます。 

 次のページ、８８ページをお願いします。 

 目３・道路新設改良費では、１０億９１１１

万７０００円を計上しております。 

 説明欄の単県道路事業負担金事業１２３０万

円は、県道破木二見線など３路線の改良工事

や、県道共栄千丁停車場線など２路線の側溝整

備など、同事業に係る負担金でございます。 

 市内一円道路改良事業５億２３２０万円は、

市民生活に密着した市道の交通環境改善を図る

ことを目的として、計画的な拡幅改良やバリア

フリー化などの推進に要する費用でございま

す。 

 内訳といたしまして、節１２・委託料４１５

０万円は、市内一円の９路線分の測量設計業務

委託分などでございます。節１４・工事請負費

６億６８１０万円のうち４億３０１０万円が当

委員会関係分で、社会資本整備総合交付金事業

や市単独事業で取り組む市道整備工事に要する

費用でございます。節１６・公有財産購入費１

億２５３０万円のうち２８５０万円が当委員会

関係分で、古閑中町古閑上町線ほか４路線分の

用地購入費でございます。節２１・補償、補填

及び賠償金３７３０万円のうち１９１０万円が

当委員会関係分で、古閑中町古閑上町線ほか３

路線分の建物や、立木補償及び工事に支障とな

る電柱移転補償などに要する費用でございま

す。 

 目４・橋梁維持費では、１億５０３７万４０

００円を計上しております。 

 説明欄の橋梁長寿命化修繕事業１億５０００

万円は、市道に架かる橋梁の定期点検や補修工

事に要する費用でございます。 

 節１２・委託料７４００万円は、３９０橋の

橋梁定期点検業務委託及び坂本町の大平隧道の
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補修設計業務委託に要する費用でございます。

節１４・工事請負費７６００万円は、本庁の郡

築九番町２号橋など１９橋の補修工事に要する

費用でございます。 

 目５・橋梁新設改良費では、１７５０万円を

計上しております。 

 説明欄の市内一円橋梁改修事業は、幅が狭く

通りづらい橋梁などの改修工事を行うもので

す。 

 節１２・委託料２００万円は、鏡町の暗渠補

修設計業務委託に要する費用でございます。節

１４・工事請負費１５５０万円は、本庁及び千

丁町と鏡町の暗渠などの改修工事に要する費用

でございます。 

 次のページ、８９ページをお願いいたしま

す。 

 項３・河川費、目１・河川費では、１億６２

３５万９０００円を計上しております。 

 説明欄の土砂災害危険住宅移転促進事業９０

０万円は、土砂災害特別警戒区域――レッドゾ

ーンとも言いますけれども、こちらに居住され

る方の安全な地域への移転を促進するため、移

転を行う者に対して費用の一部を補助するもの

でございます。 

 県河川海岸事業負担金事業２２００万円は、

県により実施される坂本町の大門瀬地区など３

地区での急傾斜地崩壊対策事業や、日奈久新開

町の明治新田海岸など２か所での海岸メンテナ

ンス事業に係る負担金でございます。 

 市内一円河川改修事業８２８８万７０００円

は、河川改修や除草など河川管理に要する費用

でございます。 

 節１０・需用費６０７万５０００円は、河川

護岸等の修繕料や二見川渇水対策用の揚水ポン

プ等の電気料に要する費用でございます。節１

２・委託料２２３８万５０００円は、河川の除

草、清掃業務委託、改修工事の測量設計業務委

託に要する費用でございます。節１４・工事請

負費８５３０万円のうち５５３０万円は当委員

会関係分で、岡町中の岡谷川第三など８か所の

改修工事に要する費用でございます。節１８・

負担金補助及び交付金３１５０万２０００円

は、土砂災害危険住宅移転促進事業の補助金及

び県河川海岸事業負担金が主なものでございま

す。 

 項４・港湾費、目１・港湾管理費では８３３

万９０００円を計上しており、市が管理する日

奈久港及び鏡港の港湾施設等の維持管理に要す

る費用が主なものでございます。 

 節１０・需用費１１７万３０００円は、日奈

久港と鏡港の夜間照明灯の電気料や浮き桟橋の

補修などに要する費用でございます。節１２・

委託料４６８万７０００円は、日奈久港の航路

標識の設置や高潮時のポンプによる排水対策な

どに要する費用でございます。節１８・負担金

補助及び交付金２３６万７０００円は、八代港

振興事業に係る熊本県港湾協会、海上保安協会

熊本県支部、日本港湾協会、港湾都市協議会へ

の負担金でございます。 

 次のページ、９０ページをお願いいたしま

す。 

 目２・港湾建設費では３億９９４５万４００

０円を計上しております。 

 説明欄の八代港県営事業負担金事業３億２４

９０万円は節１８・負担金補助及び交付金で、

重要港湾と国際旅客船拠点形成港湾の指定を受

けております八代港の国直轄事業や県営事業に

係る負担金でございます。 

 次の港湾施設改修事業５８２２万５０００円

は、市が管理する日奈久港及び鏡港の港湾施設

等の改修事業に要する費用でございます。 

 節１２・委託料１３６６万２０００円は、鏡

港維持管理計画書更新業務委託に要する費用で

ございます。節１４・工事請負費４４５６万３

０００円は、日奈久港航路しゅんせつ工事に要

する費用が主なものでございます。 
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 下段の項５・都市計画費、目１・都市計画総

務費では１５億４４４２万８０００円を計上し

ております。 

 説明欄の景観形成支援事業２６４万２０００

円は、八代市景観条例及び八代市景観計画に基

づき良好な景観形成に対する支援を行うもの

で、景観審議会の運営や景観重点地区である妙

見宮周辺地区への景観形成に対する支援などに

要する費用でございます。 

 次のページ、９１ページをお願いします。 

 節２７・繰出金１３億８８００万円は、企業

会計であります下水道事業への繰出金で前年度

比２０００万円の減となっております。こちら

の詳細につきましては、下水道事業会計で説明

させていただきます。 

 目２・街路事業費では７億５０２３万４００

０円を計上しております。 

 説明欄の南部幹線道路整備事業１億７７８１

万８０００円は、前川を挟む県施工区間の橋梁

下部工工事及び上部工工事、また、球磨川を挟

む県施工区間の軟弱地盤対策の詳細設計業務委

託など、同事業に係る負担金でございます。 

 西片西宮線道路整備事業は４億１５７０万円

を計上しております。本事業の３工区は令和４

年度に事業認可を取得し、事業促進するため、

用地買収や建物等移転補償などに努めていると

ころでございます。 

 中央線道路整備事業は１億１６００万円を計

上しております。本事業は、八千把地区土地区

画整理事業内の古閑中１号線との交差点部分を

含む区間で、区画整理事業の進捗に合わせて交

差点部を整備する必要があり、業務委託や用地

買収、建物等移転補償に要する費用でございま

す。 

 節１２・委託料３１４４万５０００円は、中

央線の用地測量や建物等調査業務委託などに要

する費用が主なものでございます。節１４・工

事請負費１億１００万円は、西片西宮線の道路

整備工事に要する費用でございます。節１６・

公有財産購入費２９２０万円は、西片西宮線と

中央線の用地購入に要する費用でございます。

節１８・負担金補助及び交付金１億７７８４万

１０００円は、南部幹線県事業負担金が主なも

のでございます。節２１・補償、補填及び賠償

金３億７０００万円は、西片西宮線と中央線の

建物等移転補償などに要する費用でございま

す。 

 目３・都市下水路費では、４４３３万１００

０円を計上しております。 

 説明欄の市内一円都市下水路整備事業２６３

５万１０００円は、用途区域内の排水路の改良

及び維持管理に要する費用でございます。 

 節７・報償費８０５万４０００円は、球磨川

流域に設置された樋門・樋管４５施設の操作員

への報酬が主なものでございます。節１０・需

用費９０８万８０００円は、市内一円の排水路

の修繕に要する費用が主なものでございます。

節１２・委託料２４２万１０００円と節１４・

工事請負費１６５０万円は、古閑中町排水路改

良工事など５か所の工事や測量設計業務委託に

要する費用が主なものでございます。 

 次のページ、９２ページをお願いいたしま

す。 

 目４・公園費では３億２０７万１０００円を

計上しております。 

 説明欄の市内一円公園維持管理事業１億１６

４６万２０００円は、市内１００公園の施設修

繕や清掃等管理業務委託、樹木管理委託などに

要する費用でございます。 

 市内一円公園施設整備事業３２７０万円は、

市内一円の公園施設の改修に要する費用でござ

います。 

 公園施設長寿命化対策支援事業２７００万円

は、植柳下町公園遊具改築工事、鏡が池公園た

め池護岸改修工事に要する費用でございます。 

 都市公園安全・安心対策緊急支援事業４５０
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０万円は、八代城跡公園のトイレ改築工事に要

する費用でございます。 

 こどもまんなか公園づくり支援事業は４８０

０万円を計上しております。本事業は、八千把

地区土地区画整理事業地内に予定されている３

つの公園において、国の補助事業を活用し整備

するものでございます。 

 節１０・需用費１６７２万２０００円は、施

設修繕や電気料、下水道使用料などが主なもの

でございます。節１１・役務費４０２万円は、

公園管理手数料やトイレのくみ取りに要する費

用でございます。節１２・委託料９０６７万９

０００円は、公園の樹木管理や清掃業務委託に

要する費用が主なものでございます。節１３・

使用料及び賃借料９３３万８０００円は、八代

城跡公園などの土地使用料でございます。節１

４・工事請負費１億４４７０万円は、公園施設

整備工事や長寿命化対策工事に要する費用でご

ざいます。 

 目５・区画整理費では３億９６６６万３００

０円を計上しております。 

 説明欄の八千把地区土地区画整理事業２億８

３４３万円は、区画の整地や区画道路の舗装工

事及び建物移転補償などに要する費用でござい

ます。 

 節７・報償費３４２万７０００円は、保留地

紹介手数料でございます。節１２・委託料２１

５２万７０００円は、画地測量や補償費再算定

等の業務委託などに要する費用でございます。

節１４・工事請負費９４００万円は、保留地な

どの整地工事や区画道路の舗装工事及び古閑中

１号線の築造工事に要する費用でございます。 

 次のページ、９３ページの節２１・補償、補

填及び賠償金１億６９３０万円は、建物等移転

補償や農業所得補償などの費用でございます。

節２４・積立金８０５９万１０００円は、事業

基金への積立金でございます。 

 下段の項６・住宅費、目１・住宅管理費で

は、２億７６１４万２０００円を計上しており

ます。 

 説明欄の公営住宅ストック総合改善事業１億

２３１１万２０００円は、市営住宅の長寿命化

計画に基づき、補助金を活用し、設備の改修や

解体等を行う費用でございます。 

 公営住宅施設整備事業１４９７万円は、設備

の取替えや測量業務等に要する費用でございま

す。 

 節１０・需用費７９８万４０００円は、市営

住宅の光熱水費が主なものです。節１１・役務

費１６５万１０００円は、老朽化した市営住宅

からの住み替えに伴う移転手数料や飲料水の水

質検査などの手数料が主なものでございます。

節１２・委託料１億４５５万２０００円は、公

営住宅施設管理業務委託や西片町団地の屋上防

水・外壁改修設計業務委託などに要する費用で

ございます。節１４・工事請負費１億８８２万

４０００円は、高島団地の給水設備等改修工事

や若宮団地解体工事などに要する費用でござい

ます。節１７・備品購入費９９４万４０００円

は、楠住宅のガス給湯器購入などに要する費用

が主なものでございます。 

 次のページ、９４ページをお願いします。 

 目２・住宅用地造成費では３１万５０００円

を計上しております。 

 説明欄の宅地分譲貸付事業は、定住促進のた

めに造成した宅地分譲地の販売及び貸付けを行

うものでございます。 

 少し飛びまして、１１０ページをお願いいた

します。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費１億

５８００万円は、令和４年の台風１４号及び令

和６年の台風１０号により被災した泉町の市道

八八重～四方田線及び五家荘～椎葉線を復旧す

るための費用で、節１２・委託料１１５０万

円、節１４・工事請負費１億４６５０万円を計
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上しております。 

 最後に、配付しております資料の説明をさせ

ていただきます。 

 右肩に委員会資料、令和８年３月１６日、建

設環境委員会、議案第７号、建設部と明示して

おります資料をお願いいたします。 

 表紙をおめくりいただいて、これは、令和８

年度に市内一円で実施する主な事業箇所を示し

た位置図となっております。 

 箇所数が多いため説明は割愛させていただき

ますが、参考にしていただければと思います。 

 以上で、令和８年度八代市一般会計予算の建

設部所管分の説明とさせていただきます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、午前中

の審査を終了し、しばらく休憩いたします。 

 午後は１時から再開いたします。 

（午前１１時５７分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、休憩前

に引き続き、建設環境委員会を再開いたしま

す。 

 お諮りします。 

 水田委員から、先ほどの発言について取り消

したいとの申出がありました。この取消しを許

可することに御異議ございませんでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

水田委員からの発言取消しの申出を許可するこ

とに決しました。 

 それでは、午前中の部分について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

○委員（谷川 登君） 生活道路緊急対策事業

についてちょっと確認ですが、先ほど部長のほ

うから、市民の声が多いということで、こうい

った事業に、すぐ対策事業に取り組んでいただ

き、本当に感謝いたします。 

 本当に日常生活に利用される道路施設におき

ましては、各道路、老朽化の激しいところがあ

る路線がありますが、まず１点目が路線の補修

というか、この解釈の仕方ですけど、補修工事

を集中的に行うものということで、現場次第で

は、舗装自体が点々と穴がほげて生活道路事故

してるとか、いろんな意味の中で、解釈の意味

で、予算を組んでいただき、早速、補修工事に

されるわけですけども、例えば、２０メータ

ー、３０メーター、もうそこだけじゃなくして

生活道路だから、点々とあるから、もうこれ、

２０メーター２０メーター、区間を、これは舗

装と考えてよかっですかね。よろしいですか

ね、それに対して。 

○土木課長（髙田裕樹君） 土木課、髙田で

す。よろしくお願いいたします。 

 今、御質問の生活道路緊急対策事業ですけど

も、主に、おっしゃるとおり舗装補修工事に対

応させていただいております。 

 部分的な、局所的なポットホールといいます

くぼみあたりは、随時、職員あるいはパトロー

ルのほうで対応させていただいておりますけ

ど、それで対応できないような、今おっしゃら

れた二、三十メーター、あるいはそれ以上長い

舗装区間の工事の補修あたりに、この予算を使

わせていただいております。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） 今、答弁いただきまし

たけれども、現場次第では、あらゆる想定され

て工事をしなきゃなりませんので、そういった

ところは、私もよく相談がございますので、そ

ういった面でよろしくお願いしたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（橋本幸一君） すいません、今の関連

ですが、この事業は、結局、基礎となるのは、
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校区要望から上がってきている事業の中で、そ

の中である程度、その地域地域、地区地区の緊

急性を要する事業に対してを対象にしてるって

いうのがまず基本的な考え方じゃなかったです

かね。 

○土木課長（髙田裕樹君） まず、舗装補修の

考え方でございますけども、八代市で、１級や

２級市道、あるいは幹線的なその他の道路を含

めて、舗装補修の維持管理計画というものを一

つ作成しております。こちらの老朽化の具合と

か、緊急性あたりに関して、交付金事業、ある

いは、この、今お話があった生活道路の対策事

業で対応させていただいております。 

 この舗装補修の維持管理計画も含めて、もう

一つ、今お話しいただいた校区要望、こちらの

優先順位のほうも加味しながら、この事業で対

応させていただいております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 前の委員会の中でも、

校区要望の達成率が非常に低いと。その達成率

が低いためにやっぱり、期間限定で、たしか３

年間って思ってるんですが、その中で、この事

業を充てることによって校区要望の要望率を上

げるていうことが基本にあって、この事業が新

設されたということを私は記憶してるんです

が、それは間違いないですね。 

○土木課長（髙田裕樹君） 今お話しいただい

たとおり、通常の道路維持事業とは別枠という

形で、一応昨年度から３か年をめどにという形

でこの事業を創設させていただいておりますの

で、今お話のとおり、少しでも校区の対応率を

上げるという形を目指して頑張っております。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

○委員（水田千春君） 都市計画総務費のとこ

ろで、景観形成支援事業、９０ページの都市計

画費の部分で、妙見宮の周辺の何か整備という

話があったと思うんですけど、どのように変え

ていかれるのかなと思いまして、よかったら、

妙見宮をもっと、私も盛り上げていけたらいい

のかなと思っているので、そこの辺りを聞きた

いです。 

○建設政策課長（深川洋光君） 建設政策課、

深川でございます。よろしくお願いします。 

 委員おっしゃる妙見宮周辺地区、こちらにつ

いては景観重点地区に指定をしております。八

代神社は、妙見宮を中心とした住環境を守り育

てながら歴史と文化を生かした良好な景観形成

を推進するために、本地区を景観重点地区に指

定しております。 

 こちらにつきましては、基本方針としまして

は、門前町の風情が残る妙見さんの景観づくり

ということで地元の方々と話を進めまして、こ

ういうまちづくりにしていこうというふうに決

めさせていただいております。 

 内容としましては、建物の景観や無電柱化、

それと、外観に関するものについて届出をいた

だいて、基準に沿って建物を修景していただき

ます。それに対する補助金でございます。 

 昨年度は３件実施されておりまして、家の

塀、また、カーポートなどでございました。 

 以上でございます。 

○委員（水田千春君） ありがとうござます。 

 景観のことをまちの方々とお話しされるとい

うことで、しっかり意見を皆さん、何ていうか

な、統一してできていらっしゃる感じなんでし

ょうか。もめたりされると。 

○建設政策課長（深川洋光君） こちらについ

ては、地元の代表の方に検討委員会というのを

つくっていただいて、その中で案を、地区の区

域とか、どういう修景をするかという案をいた

だいて、それを基に住民説明会を行いまして、

同意が得られたということで重点地区に指定し

ております。 

 以上です。 
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○委員（水田千春君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 続けてもう一つ、こどもまんなか公園づくり

支援事業の中で、公園の、何ていうか、使いや

すくされるのとか、どういう形でされるのかな

ということと、あと、公園ですね、私が子育て

している中で使っていると、駐車場があったり

なかったりで、あの公園使いたいなと思ったと

きに駐車場がなくって結局、何か、車で行って

も使えないということがよくあったんですけ

ど、その駐車場は造らないように設定されてい

るのか、その辺もちょっとお尋ねしたいなと思

います。お願いします。 

○都市整備課長（竹田圭志君） 都市整備課、

竹田です。よろしくお願いします。 

 こどもまんなか公園づくり支援事業につきま

しては、八千把土地区画整理事業地区内に用地

のほうが３か所、予定、確保しておりますの

で、そこの公園の整備を行うこととしておりま

す。 

 駐車場についてですけど、昔で言う児童公園

は半径２５０メートルの方が歩いて利用される

ような公園でありまして、駐車場のほうは設け

ておりません。そういう考えですね。 

 今回の八千把の区画整理地区内で３か所計画

しています公園につきましても、比較的、面積

が２０００平米以内ぐらいで、近隣の方が歩い

て利用していただくような公園ですので、駐車

場のほうは設けておりません。 

 以上です。 

 駐車場があるような公園は２ヘクタール以上

の街区公園といいまして、そういう、ちょっと

近隣の人じゃない方が利用される公園や、球磨

川河川緑地とか、がめさん公園、地区公園レベ

ルの公園等は駐車場を設けている状況でござい

ます。 

 以上です。 

○委員（水田千春君） 承知しました。ありが

とうございます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかにありません

でしょうか。 

○委員（田方芳信君） 西片西宮線の道路の整

備事業の進捗状況をちょっと教えてもらってよ

ろしいですか。 

○都市整備課長（竹田圭志君） 西片西宮線に

つきましては、現在３工区のほうを整備してお

りますが、補正のとき説明させていただきまし

たけど、令和７年度末までに旧食肉センター南

側まで供用開始するように整備を進めておりま

したが、現在、予定どおり舗装のほうも終わり

まして、３月１９日、今週末に、そこまで供用

を開始する予定としております。 

 全体の完了年度は令和１０年度末までとして

おりまして、現在、補正を含めまして、令和７

年度末の進捗率が４５％となっております。令

和８年度の今回の当初予算を含めますと、７

７％の進捗率になる予定でございます。 

 以上です。 

○委員（田方芳信君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

○委員（橋本幸一君） 老朽危険空き家等除去

促進事業がありますが、これ６０件ということ

でありますが、最近やっぱり非常に老朽化の空

き家目立ってきてるんですが、６０件で大体完

了といいますか、満足に除去できる状況なんで

すか。 

○住宅課長（上村和寛君） 住宅課、上村で

す。よろしくお願いいたします。 

 今、委員お尋ねの老朽危険空き家の件数で

す。ここ３年ほど申しますと、令和４年度が６

２件、令和５年度が５７件、令和６年度が６１

件ということで、大体、申請はもう１００件近

くありますけども、老朽度に該当するケースと

いうのは大体６０件前後なっております。 
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 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 了解しました。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

○委員（谷川 登君） 関連しますけども、空

き家バンク事業なんですが、特に老朽化の建物

が八代管内、かなり増えているような状況だと

思ってるんですが、このバンク事業は、今現在

の登録数、例えば、これが何件、１年間に５０

件までですよと、あとは次の年ですよと、その

流れをちょっと教えていただければなと思うん

ですが。 

○住宅課長（上村和寛君） 住宅課、上村で

す。 

 流れとしましては、まず、登録したい方は申

請をいただきまして、それをうちのほうで調査

をいたします。調査した結果を八代市内の宅建

協会のほうに情報提供いたしまして、実際空き

家バンクとして登録が可能かどうかというのを

判定をいただくというような形で、流れとして

は行っております。 

 件数としましては、例年大体２０件前後ぐら

い申請が上がっておりまして、ここ３年ほどを

お伝えしますと、令和４年度は２７件、令和５

年度は４０件、令和６年度は２９件登録がなさ

れております。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。 

 そういう中で、このバンク事業では、例えば

リフォームの改修に対しての補助金、それと、

家具の整理補助とか引っ越し費用、これはもう

ずっと金額は一定してるんですか。 

○住宅課長（上村和寛君） 今、委員お尋ねの

バンク事業の補助について御説明いたします。 

 まず、今回も予算で計上しておりますのが、

リフォームの補助、まずこれが、上限が４０万

円。家財道具の整理の補助が、上限が５万円。

八代市外から引っ越してこられる方に対して、

引っ越し補助として上限５万円。これは全て半

額補助になりますけども、形でしております。 

 件数につきましては、令和４年度から申しま

すと、不用物の撤去が１３件、令和５年度が１

５件、令和６年度が１３件です。改修工事につ

きましては、令和４年度が１４件、５年度が１

８件、６年度が１１件。引っ越し費用につきま

しては、令和４年度から６年度まで１件、申請

がなされております。 

 以上です。 

 費用の補助額については、特に変更はござい

ません。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） こういったことで、市

民の方が、約１２万人の市民の方がですよ、こ

のバンク事業の登録というのが、多分、全世帯

に行き渡ってというのはちょっと私もまだ分か

りませんけれども、そういったことで、こうい

った事業については、住宅課のほうで周知して

いただければなと。例えば市報で入れたり、空

き家バンク事業の登録していただくような形を

取っていただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） すいません、関連ばっ

かりで。 

 空き家バンクのずっと調査するとき、結局、

家の家屋登記ですかね、あれが非常にしてない

ケースがあると思うんですね。その辺は執行部

としてはどうですか。それを知らずにそういう

要望を出されて、結局は、それができないがた

めに却下されるとか、そういうケースはないで

すかね。 

○住宅課長（上村和寛君） できるだけ申請さ

れたのは却下がないようにということで、事前

に相談をいただいております。 

 橋本委員が言われたとおり、登記がしてない

という物件はあります。ですので、うちのほう
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としては、申請される際は、もう登記を必ず

（委員橋本幸一君「条件としてですね」と呼

ぶ）はい、終わらせてくださいということで、

登記まで終わった時点で申請を受け付けて、そ

して調査に入るちゅうような形にしておりま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 確かに、何ていいます

か、本人はしたくても結局、調べてみればそれ

ができなかったというケースが。私たちも今、

ある団体で、そういう空き家バンクを地域でや

ってるんですが、田舎に行くほどそういうケー

スが多いちゅうことで。 

 先ほど、今、谷川委員が言ったように、やっ

ぱそういう家屋登記が前提ですよっていうこと

もしっかり地域住民にやっぱり知らしめる必要

があるなということを強く最近感じております

ので、それもぜひ周知していただければと思い

ます。 

 これはもう意見ですが。 

 土砂災害危険住宅移転促進事業、今年度３件

でありますが、非常に、中山間地についてはレ

ッドゾーンとイエローゾーンというのが今、非

常に関心持たれているわけでございますが、特

にこの災害、去年はあるわけで。 

 この３件というのはどういうケースで、この

申請されたか、分かれば、お知らせ願いたいと

思いますが。 

○土木課河川港湾係長（前田泰幸君） 土木課

の前田です。よろしくお願いいたします。 

 予算化するときにですけども、その年度に大

体相談が３件程度ありましたので、その件数を

もって予算化のほう、３件分計上しておりま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 地域とか、ある程度、

どの辺って、言える範囲内で、分かれば、どう

いうケースだったのかっていう。 

○土木課河川港湾係長（前田泰幸君） 今年相

談があった地区につきましては、東陽と坂本か

ら相談があっております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 結構です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。ないでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたらお願いします。ないでし

ょうか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほどのイエローゾー

ンとレッドゾーン、これはたしか県が色分けさ

れるんですね。 

 最近建ってる住宅については、調査以外って

いうことで外れてるということで、どう見ても

ここはレッドゾーンだなという、分かるんです

が、それ以降、県がやっぱり調査されてないっ

ていうことをお聞きしてるんです。この前、以

前確認したところがですね。 

 やっぱり県のほうとしてもですね、やっぱり

今、また新たにそういう住宅が今建ちつつある

ということも踏まえて、再度、レッドゾーン、

イエローゾーンの、何ていいますか、ゾーン分

けの必要があるんじゃないかなということも感

じておりますので、それもぜひ、執行部として

も知っておいていただきたいなと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（西村英昭君） すいません、意見です

けど、道路一つにしてもいろんな内訳でね、こ

ういう補修だったらこの事業とかいろいろ分け

てあって、私、そこを細かいところまではちょ

っと把握しきれてないんですが、おおむね道路

関係の予算、非常につけていただいて、また、

冒頭に御説明いただいた、執行してるのが１.
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５倍と、距離にしてなってるということで、本

当、建設部関係の方の御尽力には改めて、本当

感謝申し上げます、本当に。 

 中でも、生活関連の道路に関して、私、この

本日の委員会前にこれまでの議事録、過去、年

度予算立てるときの議事録見ると、皆さん毎年

同じように、予算がなくて道路ががたがたでど

ぎゃんかせんばっていうのを皆さん、同じこと

毎年おっしゃってる。そんな中で、すいませ

ん、私は理解及んでないんですが、すごく頑張

っていらっしゃるなということで、一層この方

向性で、私たちの身の回りに本当に直結したと

ころの道路整備っていうのを、こういう形でど

んどん力を入れていただきたいということが一

つ。 

 もう一つが今回の事業には入ってないんです

が、新八代駅の前の、龍峯から現在の振興局の

ところまで道ができました。それから今度、西

片から西宮のほうに延びますね。そこで交通量

が増えて、その結果、今まで新八代の近くに大

型の家電販売店があります。そこに交通量の増

加で事故が起きたことで、信号ができました。

その信号ができたことで、渋滞が非常に激しく

なってる。というのが、右折レーンがないの

で、右折車がいると、それを先頭に信号がまた

変わるまで、ずっと後ろ詰まっちゃうっていう

状況ができましてね。 

 本来だったら、そこまで考えて交通量増える

ことを念頭に、最初から右折レーンとか用意す

るとかですね。まだ幅員的には、もう歩道も非

常に広いので、少しその辺の線の引き方変える

とかすれば、右折レーン用意したら、スムーズ

に流れる。 

 また、振興局前の交差点も非常に朝夕は渋滞

が激しくて、右折レーンに収まり切らないの

で、もう後ろまで渋滞ができるっていう状態に

なります。 

 つまり、今回、先ほど御質問ありましたけ

ど、西宮のほうの国道３号までこれから進めて

いく中で、交通量予測というのはもちろんされ

てると思うんですが、新たな人の流れが生まれ

ることで、そういった交通が、そこで渋滞とか

停滞しないような形で前もっていろいろ御検

討、もちろんされてると思いますが、そこのと

ころ御留意していただくようお願い申し上げま

す。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかにあります

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

中、当委員会の関係分については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第１７号・令和８年度八代市下水道事業

会計予算 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、議案第１７

号・令和８年度八代市下水道事業会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（山本康博君） 下水道総務

課の山本でございます。よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明をさせていただきます。 

 それでは、議案第１７号・令和８年度八代市

下水道事業会計予算について説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条の総則で、令和８年度八代市下水道事

業会計の予算は、次に定めるところ、すなわ

ち、第２条から第１１条に定めるところによる

としております。 
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 第２条・業務の予定量でございます。 

 令和８年度末の予定として、処理区域内人口

６万２６２６人、処理区域面積３万５０１７ヘ

クタール、水洗化人口５万５６３７人、年間総

処理水量７２２万６６１８立方メートル、年間

有収水量６１４万８６７２立方メートル、ま

た、主要な建設改良事業といたしまして、管渠

施設整備費１０億３３７１万４０００円、ポン

プ場施設整備費１億５９５２万４０００円、処

理場施設整備費３億７９００万３０００円及び

浄化槽施設整備費７８５万８０００円としてお

ります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第３条・収益的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入では、第１款・下水道事業収益３

６億９１６３万４０００円。内訳としまして、

第１項・営業収益１７億８８１９万９０００

円、第２項・営業外収益１９億３４３万２００

０円、第３項・特別利益３０００円を計上いた

しております。 

 次に、支出では、第１款・下水道事業費用３

３億６２２６万１０００円。内訳としまして、

第１項・営業費用３０億９３７８万４０００

円、第２項・営業外費用２億６２４７万５００

０円、第３項・特別損失１００万２０００円、

第４項・予備費で５００万円を計上いたしてお

ります。 

 したがいまして、差引き収支は３億２９３７

万３０００円の黒字を見込んでおります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第４条・資本的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入では、第１款・資本的収入２２億

５７９１万５０００円。内訳としまして、第１

項・企業債１２億５３１０万円、第２項・補助

金８億３８１万３０００円、第３項・受益者負

担金及び分担金４０３５万６０００円、第４

項・他会計負担金１億６０６４万６０００円を

計上いたしております。 

 次に、支出では、第１款・資本的支出３３億

１０９４万１０００円。内訳としまして、第１

項・建設改良費１６億２２７万円２０００円、

第２項・企業債償還金１７億７６６万９０００

円、第３項・予備費１００万円を計上いたして

おります。 

 したがいまして、差引き収支は１０億５３０

２万６０００円の財源不足を見込んでおりま

す。 

 なお、第４条の括弧書きである資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額１０億５３

０２万６０００円は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額７３５７万円などで補

填するものとしています。 

 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の

詳細につきましては、後ほど予算に関する説明

書で説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第５条・債務負担行為では、３件の債務負担

行為を設定予定としており、まず、１件目、下

水道関係料金徴収事務等業務委託（令和８年度

追加分）で、期間、令和９年度、限度額８５１

万９０００円。 

 次に、汚泥脱水機基礎工事及び機器製作に関

する協定で、期間、令和９年度から令和１０年

度、限度額９億３００万円。 

 日奈久浜町ポンプ場排水ポンプ取替工事で、

期間、令和９年度、限度額６３７８万６０００

円を設定しております。 

 第６条・企業債では、施設整備に伴う建設改

良企業債及び資本費平準化債などの準建設改良

企業債のうち、公共下水道事業で１２億３８９

０万円、農業集落排水事業で８２０万円、公共

浄化槽等整備推進事業で６００万円を限度額と

して設定しております。 

 ５ページをお願いいたします。 
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 第７条・一時借入金の限度額は２０億円と定

めております。 

 第８条・予定支出の各項の経費の金額の流用

では、予定支出の各項の間で流用することがで

きる場合は、営業費用と営業外費用の相互間の

みであることを定めております。 

 第９条・議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費では、職員給与費２億３０９

７万６０００円を定めております。 

 第１０条・他会計からの補助金では、下水道

事業会計の経営基盤確立のため、一般会計から

下水道事業会計へ補助を受ける金額、いわゆる

基準外の繰入金は、２億６４４０万９０００円

を予定しております。 

 第１１条・利益剰余金の処分では、当年度の

純利益見込みのうち、１億８２７７万７０００

円を、先ほどの資本的収支の不足を補填するた

め減債積立金として積み立て、処分することを

あらかじめ定めるものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 下水道事業会計予算に関する説明書でござい

ます。 

 地方公営企業法施行令第１７条の２に基づ

き、９ページから２２ページまでは、予算の実

施計画、キャッシュ・フロー計算書、損益計算

書及び貸借対照表を掲載いたしております。 

 それでは、令和８年度予算の詳細につきまし

て説明いたします。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の予算明細書でございま

す。 

 まず、収益的収入では、款１・下水道事業収

益、項１・営業収益、目１・下水道使用料で１

３億４６８７万円、目２・雨水処理負担金で２

億８６６２万５０００円、目３・その他営業収

益で１億５４７０万４０００円を予定しており

ます。 

 営業収益が増加しております主な要因は、雨

水処理に係る維持管理費や、元利償還金の増に

伴う雨水処理負担金の増によるものです。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 項２・営業外収益では、目２・他会計負担金

で６億７９６８万円、目３・国県補助金で３２

０万円、目４・他会計補助金で１２４２万６０

００円、目５・長期前受金戻入で１１億９２８

５万円が、その主なものでございます。 

 営業外収益が減少しております主な要因は、

汚水処理に係る元利償還金の減少に伴い、元利

償還金等の一般会計負担分である他会計負担金

が減少したことによるものです。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 次の、項３・特別利益の説明は省略させてい

ただきます。 

 下段の収益的支出でございます。 

 まず、款１・下水道事業費用、項１・営業費

用、目１・管渠費で、７７７１万７０００円を

予定しております。 

 管渠費は、公共下水道及び農業集落排水にお

ける管渠の維持管理に要する費用でございま

す。 

 主なものは、修繕費２４６３万５０００円

で、説明欄に記載のマンホールポンプ等修繕を

予定、また、２つ下の委託料２６８９万９００

０円で、下水道台帳作成業務委託やマンホール

ポンプ清掃等業務委託などを予定しておりま

す。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目２・ポンプ場費５９９８万７０００円は、

市内６か所にあります雨水及び汚水ポンプ場の

維持管理に要する費用でございます。 

 主なものは、委託料２７５６万３０００円

で、中央ポンプ場しゅんせつ委託や中央・麦島

ポンプ場し渣処分業務委託などを予定しており

ます。 

 次に、目３・処理場費６億５１万５０００円

は、水処理センター及び農業集落排水処理場の
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維持管理に要する費用でございます。 

 主なものは、一般職７人分の人件費のほか、

修繕費６１４万４０００円で、ナンバー２脱水

機周り床補修などを予定しております。 

 そのほか、次の２７ページになりますが、委

託料４億５６４９万７０００円で、水処理セン

ター、浄化槽汚泥処理施設及び農業集落排水処

理場の施設運転業務委託や汚泥処理業務委託な

どを予定しております。 

 次に、目４・浄化槽費３５０９万６０００円

は、公共浄化槽の維持管理に要する費用でござ

います。 

 主なものは、一般職１人分の人件費のほか、

委託料で浄化槽の維持管理業務委託などを予定

しております。 

 ２８ページをお願いします。 

 目５・流域下水道管理費１億５９４７万９０

００円は、県営事業である八代北部流域下水道

事業に係る八代北部流域下水道維持管理負担金

でございます。 

 次に、目６・総係費１億７９９９万３０００

円は、使用料の賦課徴収経費や水洗化促進経費

及び事業運営に要する総括的費用でございま

す。 

 主な内容は、一般職１０人分の人件費のほ

か、下から７番目、委託料４１１６万３０００

円で、説明欄にあります下水道料金徴収事務及

び水洗化促進業務委託やコンビニ収納事務委託

などを、また、委託料の４つ下の補助金６６０

万円で、公共下水道や公共浄化槽への切替えに

対して助成を行う排水設備工事費助成金を予定

しております。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 目７・減価償却費は、１９億７４４７万７０

００円でございます。内訳は、有形固定資産減

価償却費で１９億１６９４万８０００円、無形

固定資産減価償却費で５７５２万９０００円で

ございます。 

 次に、項２・営業外費用、目１・支払利息及

び企業債取扱諸費で２億６２４７万４０００円

は、企業債及び一時借入金の利息でございま

す。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入では、款１・資本的収入、項１・

目１・企業債で１２億５３１０万円を予定して

おります。内訳は、令和８年度の建設改良企業

債８億１９２０万円及び資本費平準化債などの

準建設改良企業債４億３３９０万円でございま

す。 

 減額の主な要因は、建設改良費の減によるも

のでございます。 

 次に３２ページの項２・補助金、目１・国庫

補助金５億５１８３万円は、建設改良に伴う国

庫補助金でございまして、公共下水道は補助率

２分の１、公共浄化槽は補助率３分の１を予定

しております。 

 目２・他会計補助金２億５１９８万３０００

円は、汚水処理の元金償還金等に係る一般会計

補助金からの基準外繰入金でございます。 

 補助金増額の主な要因は、建設改良企業債の

対象外の建設改良費の増に伴い、一般会計補助

金が増額となったことによるものです。 

 次に、項３・受益者負担金及び分担金、目

１・受益者負担金３４０５万７０００円と目

２・受益者分担金６２９万９０００円は、公共

下水道の供用開始に伴い負担いただく八代処理

区、鏡処理区の受益者負担金、及び八代東部処

理区、千丁処理区の受益者分担金などでござい

ます。 

 受益者負担金及び分担金が昨年度より１５５

４万９０００円減少しておりますのは、賦課予

定件数の減によるものでございます。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 項４・負担金、目１・他会計負担金１億６０

６４万６０００円は、汚水処理元金償還金等に
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係る一般会計からの基準内繰入金である一般会

計負担金が１億５７２８万６０００円、及び、

汚水管築造工事に伴う水道事業からの同時施工

の負担金である水道事業負担金が３３６万円で

ございます。 

 次の３４ページから、資本的支出でございま

す。 

 款１・資本的支出、項１・建設改良費、目

１・管渠施設整備費で、１０億３３７１万４０

００円を予定しております。 

 これは、管渠施設の建設に要する費用で、主

なものは、一般職１２人分の人件費のほか、節

区分、中ほどの委託料２億８０２万円では、右

側の説明欄に記載の管渠築造工事に伴う設計業

務委託（ストックマネジメント分）で３６０２

万円、また、八代市公共下水道浸水想定区域図

作成業務委託で２１５０万円を予定しておりま

す。 

 委託料の２つ下の工事請負費６億３８４４万

３０００円では、管渠築造工事（通常分）で、

３処理区合わせて、４億１７７０万円を予定し

ており、八代処理区では、宮地・太田郷地区な

どで約２.０キロメートル、千丁処理区では、

古閑出地区で約０.１キロメートル、鏡処理区

では、下村地区で約１キロメートルの合計約３

キロメートルの整備を予定しております。 

 節区分の下から２つ目、補償補填及び賠償金

７６６０万円では、管渠築造工事に伴う地下埋

設物等移設補償費で、八代、鏡処理区を予定し

ております。 

 なお、公共下水道事業の予定箇所につきまし

ては、別紙の建設環境委員会資料を後ほど御参

照いただければと思います。 

 次に、目２・ポンプ場施設整備費１億５９５

２万４０００円の主なものは、工事請負費１億

６５２万４０００円で、松崎中継ポンプ場耐

震・耐津波対策補強工事などを予定しておりま

す。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 目３・処理場施設整備費３億７９００万３０

００円の主なものは、委託料３億６２００万円

で、汚泥脱水基礎工事及び機器製作に関する工

事委託などを予定しております。 

 次に、目４・浄化槽施設整備費７８５万８０

００円は、公共浄化槽設置工事４か所を予定し

ております。 

 次に、目５・流域下水道建設費２１６６万４

０００円は、八代北部流域下水道建設負担金で

あり、八代北部浄化センターの汚泥処理設備改

築工事などの建設費に対して負担金を支払うも

のでございます。 

 次に、項２・目１・企業債償還金１７億７６

６万９０００円は、これまで借り入れた企業債

の償還金でございます。 

 次に、３６ページから４３ページまでは、給

与費明細書、債務負担行為に関する調書、企業

債に関する調書でございますが、個別の説明は

省略させていただきます。 

 最後に、４４ページに、注記を記載しており

ます。これは、地方公営企業法施行規則第３５

条に基づき、重要な会計方針に係る事項と予定

貸借対照表に関する注記、セグメント情報に関

する注記を記載いたしております。 

 また、４５ページには、地方公営企業法施行

規則第４０条に基づく各報告セグメントの財務

情報など、主な数値を記載しております。 

 下水道事業につきましては、令和８年度も、

浸水の防除、汚水の排除、トイレの水洗化とい

った生活環境の向上を図り、安全で安心な市民

生活の確保に努めるとともに、持続可能な下水

道事業の実現のため、健全経営に努めてまいり

ます。 

 以上で議案第１７号・令和８年度八代市下水

道事業会計予算の説明を終わります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の
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部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（水田千春君） ちょっと分からないの

で教えていただきたいんですけど、下水道工事

と、この事業と、くみ取り式のトイレは、また

全然別のことになるんでしょうか。 

○下水道総務課長補佐兼業務係長（宮地美恵

君） 下水道総務課、宮地です。よろしくお願

いします。 

 下水道事業というのは公営企業で、下水道を

企業として造っていって、それのお金を、使用

料をもらっていく事業なんですけど、くみ取り

式トイレを浄化槽に変えるっていうのは、一般

会計のほうで衛生費であるんですが、それに関

しては、本人さんが合併処理浄化槽を造るのに

補助金を出すという事業になっております。 

 よろしいでしょうか。 

○委員（水田千春君） そのくみ取り式の方が

下水道に変えたいとかいう場合はどうなるんで

しょう、それは。何かあれば。すいません、全

く分からず。 

○下水道総務課長（山本康博君） 下水道の計

画区域がありまして、その中にそのお宅が入っ

ていれば、基本的に下水道につないでいただく

ということになります。 

○委員（水田千春君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

○委員（橋本隆一君） すいません、関連して

でございますが、本市における下水道の整備事

業についてでありますが、例えば５か年度計画

とか何年度計画とかいう、そういう予想計画を

もってされてるのか、その都度、年ごとの計画

なのか、そういう長期なのか短期なのかってい

う、そういう計画方針ていうのはどのようにさ

れてるのかがちょっとお伺いしたいなと思うん

ですが。 

○下水道建設課主幹兼計画係長（今坂 敦君）

 下水道建設課の今坂です。よろしくお願いし

ます。 

 今、委員さんのほうからお尋ねがありました

計画の立て方というところで言いますと、下水

道のほうでは全体計画というものをまず立てま

して、そちらのほうは２０年後っていう先を見

据えた形での計画のほうを立てさせていただき

ます。 

 その中で、直近５年から７年ぐらいのところ

を見越したところで、事業を行いますという部

分については、その部分についての認可を取っ

て、それについて粛々と進めるという形で計画

は成り立っております。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございまし

た。 

 関連してではございますが、基本的にその計

画どおりに進捗しているという理解の仕方でよ

ろしかったですか。 

○下水道建設課主幹兼計画係長（今坂 敦君）

 うちのほうで具体的に目標を立てさせていた

だいておりますのは、八代市の総合計画のほう

にうたわせていただいておりまして、そちらの

ほうで下水道の進捗率というものを目標に立て

て、それを目がけて進めております。 

 今のところはスケジュールどおり進んでいる

と認識しております。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） 理解できました。 

 地域の方から、いつまでかかっとるとかとい

う要望がよくあるもんですから、今の調子で、

そういう言い方で説明したいと思います。あり

がとうございました。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。ないでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようですの
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で、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１７号・令和８年度八代市下水道事業

会計予算については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第２５号・市道路線の廃止について 

◎議案第２６号・市道路線の認定について 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、事件議案の

審査に入ります。 

 議案第２５号・市道路線の廃止について及び

議案第２６号・市道路線の認定については、関

連がありますので本２件を一括議題とし説明を

求め、採決については個々に行いたいと思いま

す。 

 それでは、本２件について、一括して説明を

求めます。 

○土木課長（髙田裕樹君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）土木課の

髙田でございます。 

 議案第２５号・市道路線の廃止についてと議

案第２６号・市道路線の認定についてにつきま

しては、関連がありますので一括して説明いた

します。着座にて説明させていただいてよろし

いでしょうか。 

 それでは、議案書によって説明させていただ

きます。 

 まず、議案書の２７ページをお開きくださ

い。 

 廃止につきましては、路線番号１１５号、竜

西幹４号線、路線番号１０５８号、竜西東西１

２号線、路線番号１０９５号、竜西南北１５号

線、路線番号９１号、扇ノ江２号線の４路線と

なります。 

 市道路線の起点・終点の変更を行うに当たっ

ては、道路法に基づき、一旦市道路線を廃止し

た後、改めて認定を行うという手続きが必要と

なりますことから、当該路線について廃止する

ものです。 

 位置図を２８、２９ページに示しております

ので御確認ください。 

 続きまして、議案書の３１ページをお願いい

たします。 

 認定につきましては、路線番号１１５号、竜

西幹４号線、路線番号１０５８号、竜西東西１

２号線、路線番号１０９５号、竜西南北１５号

線、路線番号１１４３号、竜西東西２１号線、

路線番号９１号、扇ノ江２号線の５路線となり

ます。 

 今回、県営工業団地予定地の周辺道路整備に

より、先ほど廃止について説明いたしました路

線を含めた５路線について、再認定をお願いす

るものであります。 

 位置図を３２、３３ページに示しております

ので、御確認ください。 

 続きまして、全体の位置関係につきまして、

別の建設環境委員会資料により御説明いたしま

す。 

 ３ページ目に廃止路線を青色、４ページ目に

認定路線を赤色で示しておりますので、比較し

ながら御覧ください。 

 今回は、資料右上の竜西幹４号線と中央下の

竜西東西１２号線の整備に伴い、本路線と周辺

道路の起終点の変更などを行うものです。 

 まず、位置図右上の竜西幹４号線につきまし

ては、本路線の整備に伴い、起点部約２５メー

トルを延伸するものです。 

 次に、中央下の竜西東西１２号線につきまし
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ては、起点部約３５０メートルが新しい道路の

整備により路線を変更するとともに、終点部に

おきましても、オレンジ色で示しております県

道新八代停車場線まで約３００メートルを延伸

するものです。 

 本路線や県道新八代停車場線の整備に伴い、

併せて、竜西南北１５号線を約１７０メーター

延伸、扇ノ江２号線を約７１０メーター縮小、

竜西東西２１号線を約３４０メーター新規に認

定するものです。 

 以上で議案第２５号・市道路線の廃止につい

て、議案第２６号・市道路線の認定についての

説明を終わります。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようですの

で、質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 まず、議案第２５号・市道路線の廃止につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 次に、議案第２６号・市道路線の認定につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第３２号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、条例議案の

審査に入ります。 

 議案第３２号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○住宅課長（上村和寛君） 住宅課の上村で

す。よろしくお願いいたします。 

 議案第３２号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について、失礼して着座にて説明をい

たします。 

 それでは、議案書の４７ページをお開きくだ

さい。 

 提案の理由といたしましては、市営住宅の解

体及び地番の変更により、条例の改正が必要と

なったためであります。 

 お配りしております、右肩に四角囲みで委員

会資料、令和８年３月１６日、建設環境委員

会、議案第３２号、建設部住宅課と記載してお

ります資料の１ページをお願いいたします。 

 改正は２点です。 

 １点目は、２、改正の内容の下の（１）に記

載しております３団地についてです。老朽化に

より入居者が退去し、建物を解体したことに伴

い、その名称及び位置を条例から削除いたしま

す。 

 ２点目は、（２）に記載しております５団地

の位置の表記を変更いたします。理由としまし

ては、市営住宅が建設されている土地が、道路

整備や地籍調査などにより分合筆がありました

ので、実態に即した位置の表記を変更いたしま

す。 

 条例の施行期日につきましては、公布の日か

らとします。 

 なお、２ページ以降は本条例の新旧対照表で

ございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ
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しくお願いいたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本幸一君） この解体、３か所解体

されて、入居者の部屋数として大体どのぐらい

減ったんですか。 

○住宅課長（上村和寛君） 沖町団地は２戸ご

ざいました。海士江団地は９戸です。植柳団地

につきましては、これはもう更地でした。 

○委員（橋本幸一君） １１戸っちゅうことで

すね。結構です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようですの

で、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようです。そ

れでは、これより採決いたします。 

 議案第３２号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第３３号・八代市公共下水道事業（八代

処理区・八代東部処理区）区域外流入受益者分

担金条例の一部改正について 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、議案第３３

号・八代市公共下水道事業（八代処理区・八代

東部処理区）区域外流入受益者分担金条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（山本康博君） 下水道総務

課の山本でございます。よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明をさせていただきます。 

 議案第３３号・八代市公共下水道事業（八代

処理区・八代東部処理区）区域外流入分担金条

例の一部改正について説明させていただきま

す。 

 議案書は４９ページになりますが、説明につ

きましては、右上に令和８年３月１６日、建設

環境委員会、議案第３３号と記載してある資料

にて説明をさせていただきます。 

 まず、区域外流入とは、資料１ページ、５行

目の米印に記載してありますとおり、公共下水

道の事業計画区域外から下水道に接続し、生活

排水を処理することです。 

 資料の２ページを御覧ください。 

 上の図が、下水道事業計画区域の境界を上か

ら見たものになります。 

 一番上の居宅等は事業計画区域外であり、市

へ下水道の接続許可を申請し許可が下りた後、

接続が可能となります。このような事業計画区

域外の土地は浄化槽の補助対象区域となってお

りますので、浄化槽でも下水道でも自由に接続

先を選択できます。 

 そのすぐ下の居宅等と書いてある土地につい

ては、下水道事業計画区域内であるため、市へ

の接続許可申請は必要ありませんが、こちら

は、相当の理由がある場合を除き下水道への接

続が義務となっており、新築の場合は下水道へ

接続しないと建築確認の確認済証が交付されま

せん。 

 ２ページ下部の図は、上の図の断面図となり

ます。 

 また、３ページ、４ページは下水道事業計画

区域図です。八代及び八代東部処理区、千丁処

理区、鏡処理区の順に記載しております。 

 資料の１ページにお戻りください。 

 今回の改正の趣旨といたしましては、区域外

流入を行う受益者に賦課する費用について、八
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代市全域で統一した取扱いとするため、所要の

改正を行うものです。 

 改正の内容といたしましては、まず、条例の

題名が変わります。改正前の八代市公共下水道

事業（八代処理区・八代東部処理区）区域外流

入受益者分担金条例から、八代市公共下水道事

業区域外流入受益者分担金条例に改正します。 

 次に、鏡処理区及び千丁処理区において区域

外流入を行う受益者へ賦課する費用の取扱い

を、下の表のとおり、今までは区域内の受益者

と同様の取扱いにより徴収していたものを、八

代処理区・八代東部処理区と制度をそろえ、区

域外流入受益者分担金条例に基づく分担金を徴

収したいと考えております。 

 以上で、議案第３３号・八代市公共下水道事

業（八代処理区・八代東部処理区）区域外流入

受益者分担金条例の一部改正についての説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 分担金というのは、区

域内と区域外とでどう違うんですか。 

○下水道総務課長補佐兼業務係長（宮地美恵

君） 下水道総務課、宮地です。よろしくお願

いします。 

 八代処理区・八代東部処理区で言いますと、

区域内ですと一括払い、分割払い、５年分割払

いというのが選べまして、一括払いをすると報

奨金というのが出ます。ただ、区域外になりま

すと必ず一括払い、原則一括払いで報奨金が出

ないことになります。それが違いとなります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 金額的にはどう違うん

ですか。ほぼ報奨金ですか。 

○下水道総務課長補佐兼業務係長（宮地美恵

君） はい。 

○委員（橋本幸一君） 報奨金のその仕組みっ

ていうとをちょっと。 

○下水道総務課長補佐兼業務係長（宮地美恵

君） すいません。報償金が何期分一緒に一括

して払うかによって違いまして、一番多い全期

一括が２４％引きになっておりますので、例え

ば１００万円のところだと２４万円引き（委員

橋本幸一君「かなり」と呼ぶ）になります。 

○委員長（中山諭扶哉君） よろしいでしょう

か。 

○委員（橋本幸一君） ありがとうございま

す。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありませんで

しょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかになければ、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようです。こ

れより採決いたします。 

 議案第３３号・八代市公共下水道事業（八代

処理区・八代東部処理区）区域外流入受益者分

担金条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で付託された案件の審査は全部終了いた

しました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 
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◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、当委員会の

所管調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 執行部より、都市計画・建設工事に関する諸

問題の調査に関連して１件、発言の申出が上が

っておりますので、これを許します。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（下水道管路全国特別重点調査の結果報告につ

いて） 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、下水道

管路全国特別重点調査の結果報告について説明

願います。 

○理事兼下水道建設課長（一美晋策君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）下水道建設課の一美でございます。よろし

くお願いいたします。着座にて説明させていた

だきます。 

 昨年１月、埼玉県八潮市で下水道管路が起因

と考えられる道路陥没事故が発生しました。こ

れを受け、昨年３月に国土交通省水管理・国土

保全局では、今後下水道等の劣化の進行が予測

される中、同様の事故を未然に防ぎ、国民の安

心・安全が得られるよう、全国で、大口径かつ

古い下水道管路を対象とした調査を行うととも

に、調査結果を踏まえ緊急改築を実施すること

になりました。 

 本調査対象は、管径２.０メートル以上かつ

整備後３０年以上経過している雨水・汚水管路

で、調査内容は、潜行目視やテレビカメラによ

るものであります。 

 調査を行う実績のある業者が少なく、他自治

体も早期発注を行うことが見込まれ、調査の実

施業者の確保が急務であったことから、４月に

専決を行い、早期着手を行ったところでありま

す。 

 今回、本市の調査が完了しましたことから、

本委員会で調査結果の報告を予定しておりまし

たが、国において調査結果を集計・精査してい

る段階であると聞いており、国と本市の公表内

容にそごが生じることを避けるため、現時点で

は公表できないものと判断しました。 

 現在、国で取りまとめをされており、それを

精査した上で公表すると聞いております。その

ため、国の公表後、本市の調査結果の具体的な

数値については、６月定例会の本委員会にて報

告申し上げます。 

 申し訳ございませんでした。何とぞ、御理解

を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中山諭扶哉君） 本件については、

国の調査がまだ進行中ということでございまし

て、この件についての質疑のほうは６月に移し

たいというふうに思います。御理解のほう、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上で、下水道管路全国特別重点調査の結果

報告についてを終了いたします。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようです。 

 所管事務調査２件についての調査を終了いた

します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申出をしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし
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ました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午後２時１８分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和８年３月１６日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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